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政策形成に貢献するコスト情報
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はじめに

公共サービスの内容と提供主体，そして果たす

べき機能は，時代とともに変化を続けてきた。と

くに戦後の日本では，生活水準の安定，所得の平

等化，均衡ある国土の発展などを目指す福祉国家

化と経済成長の同時並行的な進展によって，公共

サービスの提供主体としての行政の役割は拡大し

続けてきた(九その結果，公共サービスの提供主体

としての行政の寡占度は高まり r公共サービス」

と「行政サービス」が等しく認識される社会体質

を強めてきている。その背景には，右肩上がり経

済に支えられたインクレメンタリズム(増分主義)

の深まりと行政を中心とする情報の寡占構造が存

在する。

しかし， 1990年代初頭の土地パフキル崩壊に続く

デフレ経済到来や金融そして財政の危機を契機

に，公共サービスの提供主体としての行政の役割，

さらには公共サービスの領域自体を縮小する方向

での見直しが主張されるようになっている。欧米

諸国では，新保守主義，市場原理主義の強まりに

よる「小さな政府」論の台頭と冷戦構造の崩壊な

どを契機としたグローパル化の進展により， 80年

代から官民の役割分担論等が高まりを見せたこと

は周知の通りである。こうした世界的潮流は， 90 

年代以降の日本の行財政改革に大きな影響を与え

ている。

加えて，日本で行政の役割の再考を迫る要因と

して，少子化時代の到来が上げられる。少子化は，

社会生活環境に大きな変化をもたらす要因となる

と同時に，日本全体の潜在成長力を低下させイン

クレメンタリズム構造を終意させる要因となる。

この少子化局面にグローパル化の流れが重なり合

い，日本の行財政を支えてきたシーズが大きく変

化する局面に至っている。こうした流れは，国，

地方自治体，特殊法人など行政組織の如何なる位

置にあるかに関係なく及んできている。

こうした局面に対して，外部環境の変化を適切

にとらえ地域経営としての視点を踏まえた戦略的

な行財政改革が地方自治体には特に求められる。

政策形成に貢献するコスト情報

なぜならば，資源の同質化と効率性を求めるグ

ローノ~'}レ化の流れの中で地域が自立していくため

には，地方自治体を中心として従来以上に地域の

価値を引き出す政策が必要となる。グローパノレ化

と同時に，地域価値，いわゆる「ローカル・スタ

ンダード」の追求を両立させなければならない。

本論文は，以上の問題意識の下で行財政におけ

る資源配分機能に特に着目し，その配分を形成す

る地方自治体を中心とする政策の基礎にある情報

のあり方について検討する。そこで，まず，日本

における従来の資源配分の特性とその見直しに向

げた基本的理論について整理する。

第1章 資源配分の再考に貢献する政策情報

資本主義社会の資源配分は，基本的に個人や企

業等の各経済主体の市場経済における自由な活動

を通じて実現することが基本となる。その中で，

社会的に必要であるが市場を通じた供給では不十

分あるいは全く排除される公共財等を供給するこ

とで，社会的厚生の最大化の実現を補完するのが

行財政の基本的機能である(九この基本機能の質

と量が80年代以降の新保守主義の政策実践によ

り大きく見直す流れとなっている。

第 l節資源配分を再考する必要性

1. 資源配分の再考を迫る環境変化

行政改革は継続的な課題として戦後取り組まれ

てきた。戦後の日本の行政改革は大きく 3期に分

けることが可能である。

第1期は， 1970年代以前である，行政内部の整

理・効率化に主眼を置いた改革が行われた時期で，

改革は特殊法人等を含む公的部門の中で増税を担

保するための歳出削減の性格を強くして行われて

いる。経済が中成長を維持する中で，民間部門へ

の増税政策の正当性を担保するため，行政領域内

での効率論が主体となった時代である。このため，

70年代までの行財政改革は行政領域の問題とし

て論じられてきた。この流れを大きく変えたのが

第2期のスタートとなった 80年代初頭の第2次
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臨時行政調査会の取り組みである。

第2次臨時行政調査会土光会長の「増税なき財

政再建」路線によってスタートした。「増税なき」

を明確にすることで，従来の増税の担保としての

行政効率論ではなく，官民の役割分担の見直しま

で踏み込んで，財政の歳出構造と行政組織を変革

しようとする取り組みであった。こうした思考の

背景には， 70年代後半以降チリを中心とした南米

地域で展開された新自由主義の市場原理主義に基

づく経済自由化政策が影響を与えている。一方で，

この方針が実際の歳出削減そして官民関係の見直

しについては，国鉄民営化などの大きな成果は生

み出したものの，一般会計という媛小化された領

域での形式的議論に終始したことで資源アロケー

ションを硬直化させ財政赤字を実質的に増大させ

る原因となった。この結果，一般会計はある程度

整理できても，周辺部に位置していた財政は見え

づらい姿で従来の財政需要を受け止め硬直化する

実態をもたらしたことは否定できない。そのため，

一律削減方式や増税なき財政再建姿勢の下で行政

におけるインクレメンタリズムと包摂の構図をよ

り深化させている。

続く， 90年代の第3期の行財政改革は r財政再

建と景気対策」の聞を大きく揺れ動きながら展開

された時代である。この時期に財政運営の基本が

大きく揺れ続けた背景には，財政と金融の関係が

依然として相互依存の関係を維持し，グローパル

化の波が98年の日本長期信用銀行の破綻に至る

まで本格的影響を財政システムには与えていな

かった点が上げられる。しかし， 90年代後半に入

りグローパル化による金融改革が進む中でとくに

地方財政のレベルから着実に日本の中でパワー・

シフトが生じ始めた。借金財政の中で地域限定的

な政策を形成してきた構図が資源の同質化の中で

強く揺さぶられ始めたのである。今回直面してい

るのは，戦後の財政制度の維持を前提として繰り

返されてきた景気の低迷による税収の減少，財政

赤字の拡大といった一時的危機ではなく，戦後の

財政制度そしてそれに依拠してきた利益誘導型，

密室型の政策形成そのものが終濡する「制度的危
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機」の顕在化にある。こうした危機の克服には，

金融と財政の関係の再構築が不可欠であり，さら

には地域政策の形成と遂行に関する住民も含めた

パワー構造の再構築が必要となっているのであ

る。

とくにグローパル化の進展は課題をより大きな

ものとする。グローパル化とは，世界中の社会的

諸要素(政治・経済・文化等)の相互連結が強ま

ると同時に，要素聞の相互作用が激化することで

ある。「国際化」では，国家を単位とする制度を基

本として，国家と国家の狭間で無秩序化しやすい

領域について国家を単位に形成する国際機関等が

主体となって統制する仕組を構築してきた。

グ守口一パル化においては，地域や国民，企業が

自ら一国の枠組みを越えて活動する比重を高め

る。こうした，グローパル化のパワー拡大は，地

域限定型で活動する国家や地方政府への批判を強

め，行財政改革の面で福祉国家の実現や経済活動

に対する国家介入を批判し，自由と責任に基づく

競争，市場原理を重視する新保守主義による行財

政改革を選択するからである。具体的には「小さ

な政府J，r官から民へJ，r税負担軽減」の政策が

展開される。新保守主義は，米国のレーガン，英

国のサッチャーにおける行財政改革の基本的理論

とされたほか，財政金融の面では 70年代半ば以

降，国家主導の開発体制が破綻したチリの経済復

興のための経済自由化政策で実践され， 89年に債

務危機後の構造調整と市場改革の方向性を示した

ワシントン・コンセンサス (Washingtonconsen-

sus)としてとりまとめられている。しかし，より

重視しなければならないのは，グローパル化の進

展により一国の政策の有効性が低下したことであ

る。具体的には，一国を単位とする政策では「小

さすぎる」と同時に「大きすぎる」問題を生じさ

せている。この点の克服に，グローパル化と共に

地域の価値の再構築を推進することが重要とな

る。

2. イギリスの NPM理論と PPP理論

行政の機能変革と行財政による資源配分の再考

には新たな理念とモデ、ルが必要である。



橋本内閣以降現在に至るまでの日本の改革はイ

ギリスの理念とモデルを参考に進められてきた。

そこで，イギリスの理念とモデルをみることから

はじめたい。 80年代以降のイギリスの改革では，

NPM (New Pub!ic Management :新公共経営)

理論と，それに続く PPP(Public Private Part-

nership:官民協力)理論を基礎としてきた。この

二つの理論を整理する。

なお， NPM理論はあくまで方法論的理論であ

り，この理論に意味づけした思想は新保守主義で

ある。小さい政府，自由放任主義の考えを根底に

持つ新保守主義は，市場原理主義の行財政領域に

対する展開として具現化される。市場原理主義は，

イギリスの産業革命を契機とした 19世紀の植民

地経済，パックス・プリタニカの時代に，資本主

義の理論においてもっとも重要なテーマとして位

置づけられていた。しかし， 20世紀前半には，ソ

ビエト連邦や中固などの社会主義，共産主義の台

頭に伴って後退し，計画経済そして権威主義を背

景とした資本主義が広がりを見せる。そうした流

れが， 20世紀末，市場原理主義による米英の政策

展開の成功，ソビエト経済の崩壊と社会主義，共

産主義諸国での市場原理の導入によって， 21世紀

初頭の資本主義におけるもっとも重要なテーマと

して強力に復活することとなった。その結果，行

財政改革や経済構造改革においても，市場を通じ

た財と所得の配分を基本とし，市場の諸活動によ

る結果や効率的活動を合法化する一方，計画経済

や非効率な活動を非合法化する流れが強まる。

NPM理論は，そうした新保守主義，市場原理主義

の流れの中で実践的に形成された理論である。市

場原理主義の流れは， ドイツなどの国も含め「私

人による行政」の枠組みの議論へと発展している。

NPM理論は，民間の発想、や経営・管理手法を可

能な限り国や地方自治体などの公共部門に導入す

る思考である(3)0 NPM理論の基本思考は四点に

整理される。第ーは，国民ニーズに応えるため，

より国民に近い組織の裁量権と責任の拡大であ

る。第二は，市場原理・競争原理の導入である。

これは単なる市場原理的発想の導入ではなく，公

政策形成に貢献するコスト情報

共部門に投入する資源を多様化することで民間的

運営を導入し，効率性やサービスの質の向上に努

めるものである。第三には，統制規準を従来の法

令順守から，目的重視というミッション・ドライ

ブ型へと見直すことである。これは，行政組織が

顧客である住民を第一に行動でき，公共サービス

の質の向上を可能にする意義があるといえる。そ

して第四に，これら三つの基本思考を実現するた

めの組織改革が挙げられる。

これら NPM理論の基本思考を実現する条件

は三点挙げられる(九第一は，顧客たる国民に最も

価値の高いサービスを提供する主体・手法の追求，

第二は行政内部の意思決定の有効性を向上させ，

評価システムを機能させる契約型システムの導

入，第三は意思決定過程と行政活動の成果を含む

説明責任の明確化である。 79年から始まったイギ

リス保守党政権でも，この思考を基本とする取り

組みが進められた。NPM理論の実践は，民間的経

営手法を導入して効率化を図るという官民の領域

見直しが重視され，公共サービスの本質を強く問

い直すものではなかった。その典型例として，

CCT (Compu!sory Competitive Tendering :強

制競争入札)を挙げることができる。 CCTは地方

自治体の業務を入札にかけるものである。民間企

業と並んで、地方自治体の部課が入札に参加し，落

札できなければその部課は結果的に廃止に追い込

まれるものであった(5)0 CCTは，まさに市場原理

主義の公的部門への実践形態といえる。当然，

CCTの導入で公共サービスの民営化は進んだが，

批判も生じた。公共サービスの質の問題を無視し

ていること，国による地方自治への過度の関与な

どである。そのため， 97年に成立した労働党政権

はCCTの廃止を宣言し，価格競争，コスト削減を

重視する方法から，公共サービスの質の追求や現

場指向のボトムアップ的アプローチを重視する政

策を打ち出した(九日本の行政改革にも引き継が

れた制度として，企画立案と業務執行を分離し裁

量がある自立的な執行機関にサービスの提供を移

管するエージェンシー制度や，サービスの設計か

ら運用まで可能な限り民間に委ね創意工夫を期待
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する PFI(Private Financial Initiative)の活用

などが挙げられる。

NPM理論は資金・人材等の資源を効率的に活

用することを目指すものであり，公的部門の効率

化，現実化に重点が置かれている。サッチャ一政

権以前の行政の肥大化や非効率体質からの脱却が

第一課題とされた中でのモデルである。こうした

公的部門のスリム化は必要不可欠な取り組みであ

るものの，その弊害として「公共サービス」とは

何かの理念型が希薄化する問題を生じさせてい

る。

PPP理論は，公共サービスの重要性を再認識し

質を高めるために，行政・企業・非営利団体等が

並列的な関係で協力を進めることが基本とされ

る(九 97年に誕生したブレア政権は，公共サービ

スの質的向上を第一の目的とし，公共サービスの

提供者は官に独占されるべきではないとする一

方，単純な官の民営化議論にも反対している問。

PPP理論の目的は，公共サービスの供給形態・方

法に多様性を確保することなのである。

英国の公共サービスに対し，サッチャ一政権に

おげる NPM理論の実践を契機に効率性の向上

等をもたらしたことは間違いない。しかし I公共

サービスの質」に対する国民の期待を十分に満足

させるまでには至っておらず，質の面で国民の期

待に応えるためには， PPPを実現する取り組みを

展開して行く必要があるとプレア政権では評価さ

れている。この結論には，第一に，効率化ではな

く「公共サービスの質的改善に基礎をおいた政府

に対する評価が必要」というサッチャー政権以降

は実質的に提示されなかった評価軸を重視する姿

勢が存在すること，第二に，公共サービスが全て

の国民にとって正当な地位を獲得しなければ，国

民経済・生活にとって永遠に取り返しがつかない

結果をもたらすこと，という「公共サービス再評

価」への認識がある。こうした認識に基づき， PPP 

理論では，官民関係に関するこつの極端な思考に

対して反対している。その二つの思考とは，第一

に I公共サービスの官独占論」である。公共サー

ビスはいつでもどこでも公的セクターによって独
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占的に提供されるべきとする思考に対する反対で

ある。第二は，公共サービスの購入と提供におい

て民間企業の活動領域を拡大させることを目的と

する「公共サービス民営化論」にも反対している。

また， PPP理論は，公共サービスの提供方法と

公共サービスを担うプロジェクトの「多様性」を

確保することを大きな目的とする。公共サービス

の従来の提供は，行政機関を中心とする少数者に

独占され，他の事業主体が事業を担う可能性を厳

しく制限してきた。その結果，公共サービスは，

民間企業やボランティア組織が持つノウハウを獲

得することができず，民間等に委託しでもその成

果を評価することができない「行政機関のモニタ

リング機能」の欠如を生む結果となった。そうし

た結果は，公共サービスの質的悪化にも結びつい

ている。公共サービスの重要性を再認識しその質

を高めるために，官民の協同を含めた公共サービ

スの多様性を進めるのがPPP理論の基本であ

る。

この PPP理論の実践が実現する新たな資源配

分のモデルは，市民国家である(九市民国家では，

住民・企業・行政が社会システムの中で並列的な

メンパーとなる。これらのメンバーが，情報の共

有を前提に参加・選択・責任をもって資源配分を

展開することが基本となる。環境変化の中で地域

が発展するには，地域が目指す価値を認識・提示・

実現することが必要である。だが，それを行政だ

けが担う必然性はなく，全メンバーが参加するこ

とでより納得できる有効な価値を形成できると考

える。地域としてグローパル・スタンダードの追

求を選択するにせよ，独自価値の追求に決めるに

せよ，地域の全メンバーが協力して地域が目指す

価値を追求することになる。市民国家では，公共

サービスは，情報共有の中で経済・行政の限界を

自覚した市民が中心となって選択され供給される

ことになる。

二つの理論のうち，橋本内閣以降の日本の行政

改革で参考にされてきたのは NPM理論である。

NPM理論を参考に，独立行政法人制度や PFI制

度，政策評価制度などが法制化されている。政策



における情報について，これらは従来の行政制度

と異なる面をもっ。こうした新しい情報は，組織

と業務の見直しに貢献することが期待されてい

る。

第2節政策の基礎となる情報の問題と改善

1.資源配介の再考に貢献できない情報

本節からは，対象を地方自治体に限定して，政

策形成の基礎となる情報のあり方について検討す

る。グローパル化の中で，地域が目指す価値の認

識・提示・実現では，地方自治体が住民と共にひ

とつの核として機能することが期待されるからで

ある。すでに指摘したように，固には，全国均ー

の価値基準で均衡ある発展を目指すときには政策

の担い手として適切な面がある。しかし，グロー

パル化の中で一国を単位とする制度設計や政策展

開が有効性を問われる中で，国土の均衡ある発展

を基礎においた資源配分政策形成から異なる政策

形成の仕組みと機能を生み出す必要がある。

まず，政策形成の基礎となる情報の理想、形につ

いて一度整理する。第一に，情報の共有主体とし

て地域の全メンバーであると同時に，政策展開に

対する資金を供給する地域外の市場も重要な情報

共有主体として認識する必要がある。第二は，過

去・現在・将来の時間軸に沿った情報の質を形成

すること，第三に組織単位だけでなく事業セグメ

ントごとのプロジェクト情報を含むことである。

行財政を認識する情報として，従来の財政法，

会計法を頂点とする公会計で得られる会計情報は

必要不可欠である。なぜなら，公会計の情報は，

民主主義の担保であり，議会の議決を経た資源配

分である予算の執行を担保するものだからであ

る。しかし，公会計で得られる会計情報は，資源

配分を再考することに必ずしも適していない。な

ぜならば，資源配分を定めた予算を是とする会計

であり，その意味ですでに政策的判断を経た予算

を前提とする事前会計に過ぎないからである。

この点を明確にするために，企業会計との対比

において公会計の特性を明確にすることにした

い。まず，企業会計の目的であるが，利害関係者

政策形成に貢献するコスト情報

に対して毎期の財政状態や損益についての情報を

提供することである(1九企業の活動結果を表現し

た決算は，利害関係者が企業の経済状況を把握し

て意思決定を行うための情報を提供する。決算は

利害関係者にとって最も重要といえる。企業にお

ける予算は利益を上げるための活動計画の表現で

あり，決算ほどには重視されない。企業会計は決

算を重視する事後会計の性格を有する。

一方，公会計は，すでに整理したように住民か

ら強制的に徴収した税金や公債金収入を，予算に

従い配分することを主な任務とする会計であ

る(11)。税金等の配分内容自体が問題となるため，

配分の内容を表現する予算が重視される。決算は

予算の執行内容が公平かつ公正であることを確認

するもので，活動の効率性や有効性などを測るた

めのものではない。公会計は予算重視の事前会計

ということができる。

公会計は，住民やその代表が収入や支出を定め

る最終的な権限を有する財政民主主義の確保を支

える役割を果たしている。議会の承認に基づく予

算の執行・管理や，議会が決算を承認する場面に

おいて，公会計は情報を提供する。しかし，資源

配分の適否そのものを判断する情報を公会計は提

供しない。

公会計制度の具体的な特性を次に考える。日本

の公会計は 1889年に明治会計法で制度化された

官庁会計を基礎としており，ここでは三点の特徴

と問題点を整理する。まず，単年度主義がある。

単年度主義とは，財政では，会計年度ごとに予算

の編成・審議・議決を行って経費を支弁する原則

である(財政法11条，同法12条，地方自治法208

条2項等)。これには，単年度の予算を執行する上

では不可欠な原則である。しかし，単年度の収支

バランスを重視することから長期的な財政状況が

見えづらくなる問題がある。単年度の収支ノfラン

スは，財源の調達と支出が見合うことを示しても，

中長期的に財政状況が良いことを意味しな

い(1九第二は現金主義である。現金主義は，財政

法4条に基づき現金が出入りした時点で収入・支

出を認識し，収入・支出の額をそのまま金額とし
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て測定する考え方である (1九このことは，予算の

間違いない執行を担保する面では機能するもの

の，現金以外で発生する費用を適切な時期に認識

することができないことを意味する。また，退職

給与など，将来必要となる費用があっても，会計

上それを表現することができないことも問題であ

る。第三に単式簿記がある。これは，取引に関す

る現金の出し入れに焦点を当てて会計処理を実施

する制度である(14)。単式簿記は，予算執行に関す

る現金の出納管理には適している。しかし，現金

支出の総額は把握できるがそれに対応する収益が

わからないこと，現金支出等で形成した資産を把

握できず管理が困難なことという問題がある。予

算執行という民主主義の担保を柱として形成され

た公会計制度には，政策形成のための情報供給と

いう面では限界が強いことが分かる。

政策形成の際には，投入(input:活動に係る経

費)に対する産出 (output:公共サービスの供給

量)や成果(outcome:公共サービスで得られる目

標達成度合い)を比較して，経済性(Economy:

同ーの産出を安価に実現)，効率性(Efficiency: 

同一経費で大きな産出を実現)，有効性(Effective-

ness:目標の達成度)といった観点から情報が必

要となる。この方法を採る場合，投入・産出・成

果を等しい一定期間で区切って，期間内でそれぞ

れを比較する必要がある。しかし，現行の公会計

制度は一定期間内の投入だけでなく，産出や成果

と連携した情報を形成していない。

以上の公会計制度の主な問題をみても，地方自

治体にとって政策の基礎となる情報が脆弱な実態

にあるといえる。このため，地方分権，地域の自

立した政策形成に向けてグローパノレ化という外部

環境を踏まえつつ， NPM理論等の実践よる政策

形成のための新たな情報を生み出す取り組みが行

われている。

2. 公会計の見直しによる情報の形成

企業会計は本来各期の利益を確定させ，投資家

など利害関係者に説明するための会計であって，

利益を追求しない地方自治体にそのまま導入する

ことは適当ではない。しかし，地方自治体の財政
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状況を住民など地域の各構成主体が共有するこ

と，地方自治体の資源配分を最適化することにな

どにおいて，企業会計の手法を活用することが有

意義である。

企業会計は発生主義・複式簿記を採用している。

発生主義は，経済価値変動の事実が生じたときに

収益・費用を認識する。また，収益・費用の金額

は，関連する収入・支出の金額を基礎にして測定

する(1九収入・支出の額がそのまま測定されるわ

けではない。また，複式簿記は，原因と結果とい

う取引の二つの要素を，借方(資産など)と貸方

(負債，資本など)に二面的に記録する記録方法で

ある。起債によって現金を得た場合，単式簿記で

は現金収入としか記録しないが，複式簿記だと借

方に現金収入・貸方に負債発生という二つの要素

をともに記録する。複式簿記は，借方の合計と貸

方の合計は常に一致するために，簿記の正誤を一

定程度は自動的に検証できるという自己検証機能

も有している。

このような企業会計的手法によって，長期の債

権債務の存在や固定資産の蓄積があったとして

も，会計期間内の収益・費用を確定できる。基本

的な財務諸表として，財政状況や期間内の利益の

合計を示す貸借対照表(バランスシート)や，収

益と費用を因果関係に基づいて関連づけて当期損

益を計算する損益計算書があるが，発生主義・複

式簿記は，その作成の一つの前提条件となる。基

本的な財務諸表を作成することで，財政状況や政

策別・期間別の費用など，政策の基礎となる情報

を得ることができる。

公会計の見直しは欧米先進国で先行しており，

制度改革の目的によって，多様な手法が採られて

いるところである。ニュージーランドの地方自治

体では先駆的に会計処理に企業会計的手法を導入

したが，その利点と欠点について以下のように整

理している(16)。まず，利点は以下のようになる。

第一は公的部門に民間部門と同じルールが適用さ

れ，過去より大きな説明責任を果たせること。第

二に，発生主義会計で公的資産の管理に関する情

報ができ，減価償却の存在によって活動の元手と



しての資産の利用を認識できること。第三は，行

政活動の正確で現実的なコスト情報を利用できる

ことで，よい意思決定の根拠ができること。第四

に，経営についての柔軟で最新の取り組み方を導

入可能にしてきたことである。一方，欠点として

は，会計システムが複雑になり，日々の維持管理

が必要になったことがある。ただ，先に触れた複

式簿記の自己検証機能から，簿記の正誤を確かめ

る労力が軽減されることには留意すべきである。

ニュージーランドの地方自治体では，これらの利

点と欠点を比較して，発生主義会計の導入が大き

な利益を生んでおり，現金主義会計に戻ることは

ありそうにないと回答している。

この調査では企業会計的手法が高く評価されて

いるが，限界も存在することに留意すべきである。

企業会計的手法は，資源配分を考えるときに必要

な全ての情報を網羅しているわけではない(17)。財

務諸表作成時までの会計情報は認識するが，将来

予想される費用は認識しない。例として，公共施

設を建設したとき，将来必要になる維持・更新の

費用は企業会計的手法では認識できない。地方自

治体は，限界を認識した上で企業会計的手法を活

用すべきである。

なお，ニュージーランドの公会計の特色を若干

整理すると次の通りとなる。第一に，公的機関と

民間企業の会計基準が同じ審議会の中で形成され

ている点にある。その背景には，公的機関と民間

企業では異なる点はあるものの，財務会計面で求

められることは変わらないとする考え方が存在す

る。議会や住民の政策議論において，公共サービ

スとは何かの確固たる認識が形成された強い民主

主義が存在すれば，財務会計情報自体が市場原理

を強く反映した企業分野と同様の質を有していて

も公共性の判断に大きな誤りは生じないという考

えである。第二に， 89年の財政法改正による発生

主義会計等の導入は，公的部門のサービスコスト

に関する情報等の充実を図り，公的部門の役割と

責任を再構築することを目的に実施された。これ

により，サービスコストの民間部門との比較が可

能となり，また，調達コストたるキャピタル・

政策形成に貢献するコスト情報

チャージを負担させることで資産の効率的管理が

図られた。具体的には，公的部門から提供される

サービスコストが適切であるかどうかを判断し，

仮に同様のサービスを民間企業等が同等以下のコ

ストで提供できる場合，民聞からのサービス提供

を選択しなければならない。こうした判断を行う

ため，民間と同様の会計処理でコスト等が把握さ

れる必要がある。加えて，公的部門にサービス提

供を委ねるとしても，良質なサービスを効率的に

提供し，財政規律を確保することが不可欠であり，

その実現には発生主義による会計処理が適切であ

ると判断されたのである。キャピタル・チャージ

の把握は，民間サービスコストの把握を適切に行

うため民間部門では原価計算に含まれる資本調達

コストを公会計でも対象とすること，不要な資産

が公的部門に滞留することがないようにすること

などが目的となっている。

また，ニュージーランドの地方自治体会計では，

①地方政府法に基づいて地方自治体が作成しなけ

ればならない長期の財務戦略の検討を支援するこ

と，②作成された長期財務戦略の質を検証する制

度を開発すること，③外部からの検査によって長

期財務戦略をはじめとした長期的な地方自治体の

ビジョン作成に対する住民参加を促進すること，

④長期財務戦略についてリスク分析を実施すると

同時に，実行可能性をモニタリングすること，な

どの目的で，国の会計検査機関が地方自治体の作

成した長期の財務戦略のモニタリングを実施して

いる。公会計に対する発生主義の導入によって，

地方自治体の財務管理に対して従来より厳格な枠

組みを提供することができるようになったもの

の，インフラ資産のコスト把握などストック面で

の財務管理が確立しておらず，地方自治体の財務

実態の全てを把握する状況には至っていないこ

と，また内部管理情報としての発生主義導入の徹

底が行われていなかったことなどが長期財務計画

へのモニタリングに取り組んだ、背景にある。

日本の地方自治体は法的には発生主義会計を制

度化していないが，現金の収入・支出に加えストッ

ク情報などを含む多様な財務情報を生む取り組み
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を行っている。 82年には日本公認会計士協会近畿

会が大阪府枚方市の連結決算書を作成し， 87年に

は地方自治協会と熊本県が貸借対照表を作成した

取り組みがあった。 97年には社会経済生産性本部

が開発した方式で神奈川県藤沢市が企業会計的手

法を導入し，以降，全国の地方自治体に財務諸表

を作成する動きが広がった(18)。

さらに最近の動向を示すものとして， 2001年の

調査「自治体における行政評価とコスト分析の現

状と課題J (以下「行政評価とコスト分析調査」と

いう。)がある。これは，宮脇淳教授，南学静岡文

化芸術大助教授の指導のもと，筆者が，都道府県，

政令指定都市等(指定を受けていないが要件を満

たす市を含む。以下同じ。)，中核市等，特例市等

の計 153団体に対しアンケートを行ったものであ

る。回答団体は 132団体，回答率は 86.3%であっ

貸借対照表

行政コスト計算書
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た。内容は，政策評価や公会計見直しの取り組み

状況，コスト分析の状況と意向等である。まず，

貸借対照表は 9割以上の団体で作成済み又は作成

予定であり，企業会計の損益計算書が収益・費用

を示すように地方自治体の財源・費用を示す行政

コスト計算書は，半数近くの団体が作成済み又は

作成予定であった(図1)。なお，行政コスト計算

書の作成は貸借対照表の作成を前提としている

(表1)。これは，行政コスト計算書に記載される

費用の一部が，貸借対照表の作成過程ではじめて

額を確定できることなどが理由と考えられる。

3.政策評価による情報の形成

次に，公会計が生み出す政策形成のための情報

の活用と密接な関係がある政策評価について考え

る。政策は，広義の定義として「理想と現実の乗

離を埋める手段」ととらえることができる。狭義

0.8 

0.8 

60% 80% 100% 

ロ作成した圃作成する予定がある図検討中である・作成する予定はない口その他園無回答

図1 貸借対照表と行政コスト計算書の取り組み状況

表1 貸借対照表と行政コスト計算書の取り組み状況の関係

貸借対照表
作成した

作成する 検討中で 作成予定
その他 無回答

行政コスト計算書 予定がある ある はない

作成した 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

作成する予定がある 29.5 3.8 0.0 。。 0.0 0.0 

検討中である 37.9 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 

作成する予定はない 5.3 0.8 0.0 。。 0.0 0.0 

その他 0.8 0.0 1.5 0.0 0.8 0.0 

無回答 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

(注)端数処理のため，合計は 100%にならない。
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には「理想と現実の託離を埋める手段」として，

とくに組織外に働きかけるものに限定してとらえ

る。体系的に政策は，施策(狭義の政策を達成す

るための方策)・事務事業(施策を達成するための

具体的な手段)の上位に位置する。本文中の政策

は，とくに断りがない限り，全て広義の政策を意

味する。

次に，本稿の政策評価を簡単に定義すると「政

策・施策・事務事業について，事前・中間・事後

を問わず，一定の基準・指標をもって妥当性等を

判定するもの」であるは九政策評価は，評価結果

も一つの情報であるが，評価するためにどのよう

な情報や基準で評価したかという意思形成の過程

まで地域で情報共有することで，資源配分の再考

に貢献できる。

政策評価は成果重視や，住民を公共サービスの

顧客と捉える顧客志向の追求を特徴とする。イギ

リスでは， 91年に市民憲章 (Citizen'sCharter) 

。% 20% 40% 

ロ既に導入している

図具体化に向けて検討を進めている

口無回答

政策形成に貢献するコスト情報

が制定され，予算を最大限に有効活用することで

あるバリュー・フォー・マネー (Valuefor Money: 

VFM)の考えのもと，地方自治体聞の経年比較な

どで行政水準の向上が図られた。アメリカの場合

は， 93年制定の政府業績評価法(The Govern-

ment Performance and Result Act: GPRA)に

よって目標の達成度を評価する取り組みが始まっ

ている。

日本の地方自治体でも，政策評価はブームとさ

えいえる広がりを見せている。総務省が2001年7

月に行った調査では，都道府県の 9割，政令指定

都市の全てが政策評価を導入済み又は試行中と答

え，市区町村では半数弱の団体で検討中と答えて

いる(2九行政評価とコスト分析調査でも， 7割の

地方自治体が政策評価を導入済み又は試行段階と

回答し，特に都道府県と政令指定都市等では 9割

に達している(図 2，図 3)。

政策評価を実施した成果として，事務事業に対

O 
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圃現在試行段階である

・特に何も行っていない

図2 政策評価の取り組み状況

都道府県

政令指定都市等

中核市等

特例市等
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図3 政策評価の取り組み状況(規模別)
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して評価を行っているアメリカのサニーベール市

では， 10年間に労働生産性が44%増加した(21)と

する報告がある。また，政策目標の達成度で評価

を行うオレゴン州では，失業保険に係るコストが

全米4位から最下位に下がり改善目標を達成した

事例がある(2九日本の地方自治体では，-事務・事

業の中止，削減につながったJ，-予算編成に反映さ

れるようになった」という成果のほか，職員が事

業・施策などの目的や問題点を把握するように

なったという意識面の変化もみられる (2九

しかし一方で，政策評価の実務には困難が存在

する。政策評価の一般的な形態としては，行政活

動による効果を，財務情報から得られる資源の投

入と比較することが多いが，この過程で困難が生

じる。第一の困難は，効果に占める行政活動によ

る帰着の確率の問題である。効果の発生には行政

活動以外にもさまざまな原因の存在が考えられ

る。したがって，効果を全て行政活動の帰着と捉

えてしまうと，行政活動による効果を過大評価す

ることになってしまう。そこで，効果に占める行

政活動の確率を求めて，行政活動が原因となる効

果を決定する必要がある。第二の困難に，効果を

測る指標の妥当性の問題がある。行政活動の効果

を一つの指標だけで測ることの問題や，貨幣では

測れない価値を指標化したときに多数の納得が得

られる妥当な指標になるかという問題である。 60

年代にアメリカ連邦政府で試みられた PPBS

(Planning， Programming， and Budgeting Sys 

tem:計画事業予算制度)も費用便益分析(投入量

と産出量を貨幣価値で表示し比率を産出する分析

手法)で事前評価を行うものであったが，これら

の困難などを理由に挫折している。

他にも，政策評価の実施に際しては，異なる分

野の政策問での比較評価が難しいこと，政策評価

自体に要するコストが大きいことや，政策評価の

結果を実際の政策形成にどう反映するかなど，多

くの課題が存在する。政策評価には課題や限界が

あるとはいえ，資源配分の再考に貢献する情報を

生む手段であることは間違いない。

4.政策情報の姿

政策情報を形成する動きとして，公会計の見直

しと政策評価について概観してきた。地方自治体

は，公会計の見直しによって，過去からの資源の

蓄積や政策別の総費用といった新しい情報を産出

できる。さらに，政策評価を導入すると，政策の

目標値や達成度等の情報を加えて，経済性・効率

性・有効性など，資源配分を考える際に重要な情

報を提供できる。資源配分の再考は，これらの取

り組みによる新しい情報を基本に行うべきであ

る。

これらの認識の上で，ここでは，地方自治体に

おける新しい情報，すなわち政策情報の姿を具体

的に考えることにする。まず，政策情報に求める

姿を表2に示す。ここで，表2の「会計上測定す

る資源」で示している財務資源と経済資源の本稿

における定義について整理する。経済資源は，資

表2 従来の情報と政策情報の相違

従来の情報 政策情報

基本思想 自治体内部の管理 地域全体の発展

情報の目的 税収等の配分，執行の管理 地域の価値の認識・提示・実現

説明責任の内容
プロセスの適正性 目標の達成度

合規性 3E (経済性，効率性，有効性)など

把握する期間 原則として現在の単年度 過去・現在・未来を含む

会計上の認識時点 実際に移動した時点 移動がなくとも事実が発生した時点

会計上測定する資源
財務資源の一部(現金や現金代替物) 経済資源

フロー フローとストック

情報の表示方法 法令に基づく目的別，性質別分類 目的達成手段としての政策別分類
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源のうち貨幣額で測定できるものとする。その範

囲は広く，現金，現金代替物や未収税金，固定資

産などを含む。財務資源は，経済資源のうちただ

ちに支払手段として用いることのできるものを指

す(制。具体的には，現金・現金同等物のほか，有

価証券・短期債権などの流動資産や流動負債など

カまある。

政策情報を考える際は，その質と量が必要十分

であるかを不断に問い直す意識が必要である。ま

た，公会計の取り組みでは財務会計に加えて管理

会計的な情報が不可欠となる。これらの取り組み

に先進的な地方自治体では，住民満足度を重視し

たベンチマーク (benchmark :一般的には政策の

成功度合いを評価する基準設定)，多面的な評価の

視点を持つ BSC(Balanced Score Card :バラン

ス・スコアカード)，人件費も含めた事業別予算額

の算出，事業を構成する活動ごとに原価を測定し

改善できる活動を見つける ABC(Activity Based 

Costing:活動基準原価計算)など，政策情報の形

成に向けた取り組みが行われている。

第3節政策情報の意義

1.情報共有と政策判断力

政策情報の形成は，次の課題を実現できる重要

な要素である。

第一は，地域における情報の共有である。公会

計の見直しによる会計情報は，地域の資産や住民

の受益と負担を明らかにし，地方自治体の活動を

考える基礎となる。また，政策評価による情報は

政策の目的や課題を明らかにする。これらの情報

が地域で共有されることで，単に地方自治体の活

動や効果を説明するにとどまらず，地方自治体が

公共サービスを供給することの妥当性やサービス

の供給方法等，地域における資源配分について議

論やその実現に向けた取り組みが起こることが考

えられる。ひいては，政治的な利益誘導を見直し

たり，公共サービスを最適な供給形態で供給する

官民協力に発展したりしていくことも期待でき

る。

第二は，政策判断力の強化である。従来の政策

政策形成に貢献するコスト情報

判断は，地域の要望を全てかなえることを前提に，

実現の順番をつけるものであった。要望に見合う

コストについては，単年度か要望実現までの財源

の調達を考える程度の視野であり，事業が最終的

に要するコストに後になって気づき問題となる事

例がみられた。また，欲求をかなえるという効果

も，長期的な住民ニーズの変化までは視野になく，

当初人気だった施設サービスが陳腐化し利用され

なくなる事例もみられた。政策情報の形成は，視

野を広げ資源配分をより最適に近づける重要な要

素である。

2.資源配介が変わることへの期待

政策情報の形成によって，情報の共有と政策判

断力の強化を実現できれば，これらを基礎として

資源配分が変わることが期待できる。

公共サービスを実施するかしないかという判断

基準は，従来は要望と法令による面が大きかった

が，これが手段の妥当性に変わることが期待され

る。新しい判断基準は，供給形態・方法といった

手段の妥当性を議論する物差しを提供する。公共

サービスの供給形態・方法に多様性を確保するこ

とに貢献するといえる。

資源配分を再考する議論に期待される効果を整

理する。第一に，地方自治体が地域の資源配分を

担う領域や資源配分の手段などが適切かどうか，

効率性や有効性といった観点などからチェックす

ることが可能になる。効果の第二として，公共サー

ビスの最適な供給形態を議論することで，地域の

各主体聞の協働を実現する可能性がある。

政策情報の形成によって，地方自治体が資源配

分に大きな役割を果たす状態から，地域の各主体

が参加・選択・責任を基礎として最適な形態で公

共サービスを行うように資源配分の再考を促す可

能性がある。これは，新しい資源配分モデルの一

つである市民国家への移行を意味する。政策情報

の形成は，地域が安定して発展するためにきわめ

て重要な手段だといえる。
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第2章求められるコスト情報

前章では，資源配分を再考する材料としての政

策情報の重要性と要件について検討した。本章で

は，さらにコスト情報に着目し掘り下げた検討を

行うこととする。なぜコスト情報に着目するか，

そして資源配分の再考のため必要となるコスト情

報とは何かを考える。章の最後には，必要なコス

ト情報のうち，従来の公会計を基礎としたコスト

情報を整理し，次章の足がかりとしたい。

第 l節コス卜情報への着目

1.議論の前提

公共サービスを評価する際には，コストと効果

というこつの側面が存在する。両者は，資源配分

や政策実現のための手段を選択する際に，ともに

必要な政策情報である。本稿ではコスト情報に着

目するが，ここでいくつかの概念を整理しておき

たい。まず，コストの定義であるが，本稿では「公

共サービスの供給において消費される経済資源」

とする。

コストと効果は「公共サービス供給の」時点を

基準に区別する。供給までに発生するものをコス

ト，公共サービス供給によって生じるものを効果

とする。したがって，公共サービス供給後に経済

資源の消費がある場合は負の効果と認識し，コス

トとは区別する。

「消費」の中には効果を生み出す費用Ccost)と

何も生まない損失(1oss)が混在しているが，両者

をはじめから区別するのは困難である。はじめか

ら損失を意図した消費は通常行われないし，費用

か損失かは環境変化や技術革新等を理由として事

後的に変わることがあるからである。そこで，今

後単に「コスト」と述べる場合は費用と損失を合

わせた消費を指すものとする。関連していえば，

コストマネジメントCcostmanagement) という

取り組みがあるが，これは消費である「コスト」

から損失を発見して回避する取り組みである(九

これは，費用と損失を区別せずに一律に削減して

公共サービスの効果自体を低下させるコスト削減
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とは異なる取り組みである。なお，本稿における

支出とは，費用と損失を含む現金支出を指す概念

であり，コストに比べて狭い概念となる。

以上の定義に基づくコストについての情報をコ

スト情報とする。コスト情報は効果の情報ととも

に，政策情報の一部を構成する。なお，前章で使っ

た財務情報はコスト情報に加え，収益や資産・負

債なども含む情報とする。コスト情報は，従来の

公会計の情報の他，従来の公会計を発生主義の考

えで組み替えてできる情報，そして会計資料によ

らずに一定のlレールで算出する情報から構成され

る。

2. コスト情報をより重視すべき

コストと効果を把握する取り組みでは，効果の

方が高い関心を得ている。行政評価とコスト分析

調査では，政策評価を導入済み又は試行段階の団

体が今後どのような改善・拡大を図るかという質

問をしたが r妥当な成果指標を設定すること」が

「コストをより正確に把握すること」を上回ってい

る(図 4)。効果の測定がコストの測定に比べ難し

いこと等の事情があるとしても，公共サービスに

おける効果に関心があるといえる。また，地方自

治体の支出という意味では重複する可能性がある

「コストをより正確に把握すること」の項目と「計

画策定や予算編成に活用」の項目を比較すると，

コストの把握を目指す団体は評価結果の予算編成

等への活用を強く意識しているが，評価結果を予

算編成等に活用したいからといってコストの把握

を強く志向するわけではない(表3)。評価結果を

予算編成等へ活用しようとする際も，コスト情報

の充実は必ずしも求められていないといえそうで

ある。

しかし，ここでは求められる政策情報としてコ

スト情報をより重視したい。この理由を次に提示

することにする。

3. コスト情報が有する信頼性

コスト情報を重視する第一の理由は，効果測定

の情報に比べて信頼性の確保を期待できるからで

ある。信頼性の要件としては，中立性と検証可能

性がある。中立性とは，情報の内容が提供者の立



行政活動の目標や成果を，住民に公表すること

指標の策定などに住民の参加を得ること

行政活動の目的を明らかにし，より妥当な成果指標を
設定すること

行政活動のコストをより正確に把握すること

評価の階層化(事業ー施策一政策)を進め，
目的と手段の関係を明らかにすること

計画策定や予算編成に活用できるものとし，
これらとの連携を確保すること

マネジメント (plan，do， seeなど)のもと，経営的限
視点から持続的な見直しゃ改善を行うこと献

その他

政策形成に貢献するコスト情報

% 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 

図4 現在行っている政策評価の今後の改善，拡大の意向(複数回答)

表3 コスト把握と予算編成等の活用の関連

予算編成等の活用

回答 不回答 計

回答 36 3 39 
コスト

不回答 38 
把握

17 55 

計 74 20 

→コスト把握を図る 39団体の 92.3%は予算編成等の活

用を目指す(全体78.7%)

予算編成等の活用を目指す 74団体の 48.6%はコスト

抱握を図る(全体4l.5%)

場によって変わらないことである。また，検証可

能性は，情報を利用する者が，その情報の真偽に

ついて，情報の作成過程を再現して確かめられる

ことをいう。効果測定の情報より，コストの情報

の方がこれらの要件について優位性をもっと考え

る。

現行の公会計による情報は，コスト情報として

の質的問題点はあるものの，法律に基づいて算出

されており，政治的立場に関係なく一定である。

公会計を組み替えて算出する情報，会計資料によ

らずに一定のルールで算出する情報についても，

算出に一定のルールが共有されている。政治的立

場を問わず，コスト情報は検証できるのである。

これに対して，効果測定の情報は，しばしば指

摘されるように政治的立場によって変動する。ま

ず，効果の範囲を考えたとき，波及効果をどこま

で含むかによって効果の大きさが異なってくる。

次に，効果の種類を貨幣的価値にとどめるのか，

非貨幣的価値まで含めるのかによっても効果の大

きさは異なる。さらに，効果全体の発生に行政活

動が寄与した割合はどの程度かという比率によっ

ても，効果は異なってくる。このように，効果の

情報を算出する際には，その過程で複数の前提や

判断が生じている。たとえば，政策の効果を大き

く見る立場では，効果について波及効果を広く，

貨幣以外の効果も想定し，政策が寄与する分も大

きいと判断して効果をアピール，効果を小さく見

る立場では波及効果を限定的なものとし，寄与し

た割合も含めて否定的に解釈する傾向をもちやす

い。このように，効果の測定には前提や価値判断

が複雑に混入しており，中立性を確保することは

難しい。また，検証可能性については，貨幣以外

の情報も扱うことなどで算出過程が複雑化し，検

証可能性を低下させる問題がある。

以上の比較の通り，中立性や検証可能性にすぐ

れ，信頼性が確保できるコスト情報をより重視し

たいと考える。

4. コスト情報が有する比較可能性

コスト情報を重視する第二の理由は，コストに

は比較可能性があることである。コストを構成す

る経済資源は，貨幣的価値で測定可能である。こ
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れは，コストの諸要素を貨幣的価値という一つの

尺度で合算し表示することが可能であることを意

味する。財やサービスの価値を貨幣の量で示すこ

とからわかるとおり，貨幣的価値は個人の価値観

を問わず，万物を比較するときに最も普遍性のあ

る尺度である。したがって，決算等の一定のルー

ルに基づくコスト情報であれば，貨幣的価値を尺

度として高い精度で比較可能であるといえる。労

働集約的な公共サービスも，資本集約的な公共

サービスも，それに費やすコストは貨幣的価値と

いう普遍的な尺度で比較できるのである。

これに対し，公共サービスにおける効果の内容

は千差万別である。企業活動における効果は究極

的には利益であって，コスト同様に一つの尺度で

図ることができる。しかし，公共サービスでは，

実現されるべき価値は金銭以外にも広く存在して

いる。実現される価値同士を順位づける尺度は効

果を判断する人の数だけ存在するので，普遍的な

尺度による比較が難しい。例えば，高齢者福祉事

業の効果と，児童福祉事業の効果とのどちらを重

くみるかは，よほど明確な差がない限り判断者の

価値観に依存し，精微な成果指標を用意しても事

業聞の優先順位の評価は困難である。

公共サービスが貨幣的利益を追求するだけの存

在ではない以上，効果の比較には限界が存在する

ので，比較可能性があるコスト情報を共通の「も

のさし」として設定し，効果を議論するための共

通軸となる。

なお，本稿ではコスト情報を重視する方向で考

えてきたが，効果測定の情報の意義も軽くない。

コストだけを重視した行財政改革が成果を生みづ

らいことも認識している。コストと効果はともに

資源配分を再考し政策形成を支える材料で，いわ

ば車の両輪であることを忘れてはならない。以上

の認識の上でコスト情報に注目するが，次節で理

想とすべきコスト情報と従来のコスト情報につい

て検討する。
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第2節 コスト情報の理想と現実

1. コス卜情報の理想

本稿ではコスト情報に着目してその多様化を考

えるが，その際，コスト情報の理想と現実を再整

理する必要がある。順番としては，コスト情報の

理想を設定し，それに対する現状を整理し，充実

すべきコスト情報を検討するという流れになる。

まず，コスト情報の理想、を設定したい。その際

には，前章で挙げた政策情報の特徴を踏まえるこ

ととする。コスト情報の第一の目的は，地域の安

定した発展のために，公共サービスの供給をする

べきか否かも含め，政策実現のための選択肢の比

較を通じて資源配分を再考する際の資料となるこ

とである。第二の目的は，配分された資源の効率

的活用である。供給形態はどうあるべきか，利用

資源や供給手段は適切なのかなどについて，地域

の資源の有効活用という観点で考える資料となる

ことをコスト情報の理想とする。

情報が持つ認識・測定・記録・表示というプロ

セスを踏まえて，理想のコスト情報の条件を列挙

すると，まず，以下の基本的条件が挙げられる。

①経済資源の有効な活用を促すため，現金以外

の経済資源でもコストを認識すること。

②フローとストックについてコストを認識する

こと。

③測定は現金の収入・支出を参考に，経済価値

の変動一般について測定する。

④認識・測定した範囲で正確に記録すること。

また，コスト情報で資源配分の現状を把握する

ことを考え，以下の条件を追加する。

⑤現状把握では，過去から現在までのコストを

事実に基づいて認識・測定すること。

⑥現状把握では，定時にかっ一覧性・事業別(施

策・事務事業など)に表示すること。

さらに，コスト情報を資源配分の再考に活用し

ようとすると，⑤⑥ではなく，以下の条件が必要

となる。

⑦資源配分を再考する材料として，将来発生す

るであろうコストも認識・測定すべき場合が

あること。



⑧資源配分を再考する材料として，事業別に表

示し，公共サービスの代替案を提示しうる資

料となること。

これらを満たすものが理想のコスト情報とな

る。これは，単に情報量が多いことを意味しない。

先にも触れたが，コスト情報の産出にもコストが

発生するので，理想、のコスト情報は，資源配分の

再考という目的に必要十分な情報量であるべきで

ある。

以下の議論では，必要だと思われるコスト概念

を挙げていくわけであるが，それらのコスト概念

も，常に目的に対し必要かつ十分であるかチェッ

クしていくことが求められる。

2. コス卜情報の現状

理想、に対するコスト情報の現状を整理する。

従来から地方自治体が得ているコスト情報に

は，前章で述べた予算(地方自治法210条)，決算

(地方自治法233条)や財政状況の公表(地方自治

法243条の 3)によって得られる情報がある。こ

れらの目的は財政民主主義に基づく財源の配分で

あり，地方自治体の事務が合法かつ適正に執行さ

れていることの説明である。目的が異なるため，

公共サービスを地方自治体が行うことや，供給主

体，供給手段等を検討することに貢献できるコス

ト情報とはなっていない。理想、のコストの要件と

照合すると，以下のようになる。

①現金以外の経済資源は認識しないか，認識し

ていても価格表示がないなど不十分。

②ストック自体の把握が足りない上に，ストッ

クについて生じるコストは一部しか認識しな

い。固定資産の減価償却等はない。

③測定は現金の収入・支出と等しく，経済価値

の変動と一致しない面がある。

④記録は認識・測定した範囲で正確に行われて

いる。

⑤基本的に現在のコストのみを認識し，過去の

コスト情報とは断絶している。

⑥歳入歳出については，定時で一覧性を持った

表示といえるが，ストック情報がなく収支均

衡しか示していない。また，目的別または性

政策形成に貢献するコスト情報

質別の表示のため，一つの事務事業に係るコ

ストはわからない。

⑦将来のコストは，一般には把握していない。

⑧公共サービスの代替案を提示しうる資料には

必ずしもなっていない。

目的が違うため，従来のコスト情報は理想の条

件には合致しないのである。

3. コス卜情報の二類型

コスト情報の理想を設定し現状との違いを整理

したところで，必要なコスト情報を考える。ここ

では，コスト情報の二つの類型を提示したい。

第一の類型は，財務会計的コスト情報である。

財務会計とは，組織の利害関係者に対し，組織の

財政状態，経営成績，資金繰り等の情報を提供す

る会計である(九地方自治体の場合は歳入歳出決

算書等がこれにあたるが，先の理想、の条件を満た

すために，決算資料を組み替えることになる。組

み替えに際しては，現金主義の考え方はそのまま

で項目だけ整理すればできるコスト情報と，発生

主義の考え方に立脚して決算資料を複数年度にわ

たって組み替えることで算出するコスト情報があ

る。発生主義には，現金などの直接に支払手段と

なりうる財務資源の移動について権利関係の発生

時で認識する修正発生主義と，現金などに換えな

いと支払手段にならない固定資産など経済資源の

移動まで含めた完全発生主義がある。ここでは，

資源配分の見直しという目的から，コストに固定

資産等の経済資源を含むとしたので，完全発生主

義に立脚したコスト情報を想定する。財務会計的

なコスト情報は，組織や事業の財務上の現状を把

握する意義があり，資源配分を考えるときの基礎

的な情報として貢献できる。

これに対する第二の類型は，管理会計的コスト

情報である。管理会計とは，組織を有効かっ効率

的に運営するために，組織外には通常オープンに

しない会計情報を内部で生み出すものである(九

管理会計の目的から明らかな通り，管理会計的コ

スト情報には，公共サービスを地方自治体が担う

是非から供給の方法に至るまで具体的に検討する

資料となることが期待できる。ここで留意すべき
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ことは，管理会計的コスト情報の目的を誤らない

ことである。このコスト情報の活用は，先に触れ

たコストマネジメントのことであり，支出の中か

ら損失を発見して回避する活動である。これを単

なるコストダウンと混同しではならない。コスト

ダウンは費用と損失を区別せずにコスト全体を削

減して効果を減らしてしまうのに対し，コストマ

ネジメントは目的が利益業績の改善(地方自治体

では地域が目指す価値の実現)であって，そのた

めにはコストを増大させる場合もある。コストの

少なさと地域の価値の実現度合いをトレード・オ

フの関係と見るのではなく，両者の両立を図る戦

略的手法なのである。なお，管理会計的コストを

算出するには，基本的には財務会計のデータに基

づくが，具体的な業務量や人数・面積などの財務

会計とは異なる情報も活用することになる(ぺ

これらの関係を整理すると，目的に応じたコス

ト情報の構造を提示できる(図 5)。以下，順にコ

スト情報の整理検討を行うが，本章では財務会計

的コスト情報を整理し，次章で管理会計的コスト

についてより細かい検討を加えることとする。

第3節財務会計的コス卜情報

1.現金支出で認識できるコスト情報

本節では財務会計的コスト情報の整理を行う。

財務会計的コスト情報は大きく二分できるが，ま

ず，従来の決算情報でも認識されてきた現金支出

のコスト情報を整理する。現金支出の中でも，実

際の支出と事実発生との聞に時間差がない直接事

業費，人件費，間接費が該当し，これらはそのま

ま期間別のコスト情報となる。期間別のコスト情

報を把握することは，企業のように損益を確定さ

せるためではなしユ。まず，住民やその代表が収入・

支出を定める最終的な権限を持つという財政民主

主義を担保する上で必要なのである。そして，経

済資源の活用状況を定期的に示す資料として，地

方自治体が有する資源の配分を考えることに貢献

できるので，把握が必要なのである。なお，建設

事業費や退職手当の支払は，毎期のコストの発生

と単年度の現金支出とが対応しないので，後述す

るように発生主義で認識するコスト情報として扱

フ。

以下，現金支出で認識できる三種のコストの定

義と一般的な把握方法を示す。まず，直接事業費

は需用費，委託費など事業に直接係る経費であ

る(九その把握は，従来の支出を予算事業別に整理

することが基本になる。ただ，政策評価における

個別の事業と予算事業とは内容が一致しないこと

が多く，予算事業をいくつか集約あるいは分割し

て把握する。

次に，人件費は給料や手当等のコストである。

従来の財務情報では総務的経費に含まれ，予算事

業と直接対応しないので，何らかの方法で事業別

に集計する必要がある。一般的に行われている方

法には，事業に係る人工数に職員の平均給与を乗

じて集計する方法がある。役職者の給与は別に配

賦する場合もある (6)。

そして，間接費は，事業に直接ではないが密接

に関係するため配賦される経費である(九例えば，

電算管理部門に係る電算費を，電算システムを利

管理会計的コスト情報

公会計の決算資料の他にも

データを参照して算出する。 発生主義で認識
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活用

財務会計的コスト情報

基本的に公会計の決算資料の

組替えで得られる。

図5 コスト情報の類型

単年度の決算資料で期別のコ

ストを測定できない。

現金支出で認識

単年度の決算資料で期別のコ

ストを測定できる。



用する事業の経費として扱うことがある。電算シ

ステムを利用する部門が複数の場合は，間接費を

部門聞に振り分ける配賦が必要になる。配賦の基

準には，直接事業費の割合，各事業が要する人工

の割合などがあるが，これらの配賦基準は便宜的

な面があり，事業別の間接費を正確に把握できる

とは必ずしもいえない。この間接費の配賦の問題

と解決策は，次章で詳しく検討したい。

これら現金支出のコスト情報を把握することは

当然であるとの認識は広いが，地方自治体ではこ

れらを十分に把握しているとは必ずしもいえな

い。行政評価とコスト分析調査で，政策評価を導

入又は試行段階であるとした大規模地方自治体は

94団体あったが，政策評価におけるコストの把握

では，直接事業費はほとんどの地方自治体で事業

別に把握するものの，事業別の人件費は全体の2/

3，間接費は l割強だけが把握しているという結

果であった(図6)。政策評価を行う団体でも，現

金支出のコスト情報を把握に取り組む余地がある

といえる。

結果を詳しくみると，事業別の人件費の把握方

法では，人件費を把握している 64団体の 93.8%

(60団体)が事業に係る人工数に職員全体の平均

給与を乗じて集計する方法を採っていた。また，

間接費を把握する 13団体の把握対象部門は，直接

事業部門に加え管理部門の間接費(財務・人事な

ど)まで対象とする団体が6，直接事業に係る間

接費(事業部門が行う経理事務など)を対象とす

るのは4団体であった。配賦の方法は，人工で配

事業費

人件費

間接費

発生主義に基づく

コスト等

政策形成に貢献するコスト情報

賦する方法が3団体，直接事業に係る間接費を把

握し直接事業費の割合で配賦する団体が2団体で

ある。間接部門まで把握している団体では，間接

部門の事務を一つの事業として扱い事業部門に配

賦しないところがほとんどであった。確かに，間

接費の配賦は，配賦する手間や配賦内容の妥当性

が問われるところであるが，公共サービスの供給

に必要なコストであることに変わりはない。事業

別のコスト情報を明確にするために，間接費の把

握と振り分けは必要だと考える。

2.発生主義で認識するコス卜情報

次は，発生主義の企業会計方式を導入すること

で認識ができるコスト情報である。ここでは，減

価償却費，退職給与引当金，支払利息という，現

金の支出とは時間のず、れを伴って発生するコスト

を検討する。

減価償却費は，土地を除く有形固定資産の資産

価値は使用や時間経過で減少すると考え，固定資

産の耐用期間に応じて費用化したものである(町。

従来の現金主義では，施設に係る費用は，建設し

た年度の普通建設事業費と後年度の維持補修費，

公債費を把握する。施設があることによる効果は

長期間継続するのに対し，普通建設事業費は建設

時という一時期で計上するため，期間別にコスト

と効果を比べることができない。しかし，発生主

義に基づくと，普通建設事業費に相当する部分は

期間別に減価償却費として計上することになり，

各会計期間のコスト測定を正確に行うことができ

るようになる(表4)。資源配分の再考に貢献する

% 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

図6 政策評価において事業別に把握しているコスト
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コスト情報とするには，減価償却費を把握すべき

である。なお，遊休資産であっても減価償却費は

把握する必要がある。行政が所有する資産から発

生する各期間の損失を計上できるからである。

退職給与引当金は，職員の退職金を，現金主義

のように退職時に一括して計上するのではなく，

職員の在職期間は常に退職金債務が発生するもの

として毎期間認識するものである(九減価償却費

は最初に行った現金支出を施設が存在する全ての

期間へ分けるのに対し，退職給与引当金は将来発

生する支出を現在に至るまで分けるものだといえ

る(表5)。

公債利息であるが，公債費のうちの元金償還部

分は貸借対照表では負債の減少となり，コストに

はならないので，公債費の利息分を事業別に把握

することになる。

以上，発生主義の思考を導入することで，従来

明確ではなかった期間別のコスト情報を把握でき

るようになる。地方自治体の活動には企業のよう

な損益はないが，地方自治体が有する資源の有効

活用を促すには，資源は利用の有無に関わらずコ

ストが発生することを認識する必要がある。これ

らのコストを算出する前提として，財産や公債等

に関するデータ整備が求められる。

発生主義に基づくコスト情報を把握する取り組

みは，地方自治体においてはこれからである。行

政評価とコスト分析調査では，政策評価を導入又

は試行段階であると回答した 94団体のうちで，減

価償却費を把握している団体は 7，退職給与引当

金を計上しているところは 5団体，公債利息を把

握する団体は 4という状況である。

3.財務会計的コス卜情報のまとめ

ここまで，財務会計的コスト情報について整理

検討を行ってきた。筆者は以下のように財務会計

的コスト情報を整理した。

第一は，現金支出で認識できるコスト情報であ

る。これは①直接事業費，②人件費，③間接費か

らなる。間接部門を一事業として扱うかなど論点

はあるが，一般に，決算や行政コスト計算書を事

業別に再集計して把握することが必要不可欠であ

る。

第二に，発生主義で認識するコスト情報がある。

これは④減価償却費，⑤退職給与引当金，@:公債

利息がある。これらが発生する場合は，事業別・

期間別の集計が求められる。

これらのコスト情報を把握することで，事業

別・期間別のコストを把握できる。事業別・期間

別のコスト情報は，経済資源の活用実態を示すも

表4 減価償却費の考え方
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年度

現金主義による建設事業費

発生主義による減価償却費

(出所)監査法人トーマツ『行政評価導入マニュアルQ&A~ 中央経済社， 2001年

をもとに加工。

表5 退職給与引当金の考え方

年度

現金主義による退職金

発生主義による退職給与引当金

(出所)監査法人トーマツ「行政評価導入マニュアルQ&A~ 中央経済社， 2001年

をもとに加工。



ので，公共サービスの存廃や供給主体・方法を考

える基礎資料となる。このような財務会計的コス

ト情報をいずれも把握している事例に，尼崎市の

事業別決算評価シートがある(表6)(10)。なお，引

用した 2000年の事例では退職給与引当金は記載

されていないが，のちに加算項目として設定され

ている。

これらのコスト情報を把握することは，単なる

政策形成に貢献するコスト情報

歳出削減策ではなく資源配分を再考する議論を行

う基礎として重要である。太田市ではセグメント

バランスシートを作成，公開している(11)。これは，

老人福祉センターや浴場事業に要するコストを現

金支出，発生主義のコストなどから明らかにして

おり，官民比較や NPOに委託することでのコス

ト削減効果を示している。表7では，かたくりの

里がNPOに受付業務等を委託して人件費等を削

表6 尼崎市の事業別決算シート(一部)

事業別決算評価シート総括表(単年度事業)

[事業名] ([住民基本台帳業務 [所管課] 市民課・支所・出張所

[実施施策] なし [業務類型] 窓口応接

[対象] 何を，誰を，どの地域を

市民

[意図] どのような状態にしたいのか→そうすることによってどういう効果を得たいのか

住民票等各種証明書等の交付申請に対して迅速に対応することによって市民生活の利

便性の向上を図る。

[手段] 事業の具体的内容・方法

本庁市民課，各支所市民課及び各地区出張所において，住民票等の交付申請を受け付

け各種証明書発行サービスを提供する。

[目標] いつまでに，どの程度

本庁市民課・各支所市民課 (9: OO~ 17 : 15)地区出張所(平日 7: 30~ 19 : 00土曜

9 : 00~15 : 00) 

インプット 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

決算額 790，418 

国県支出金 。
財

市債 。
源内

一般財源 565，858 
訳

その他 224，560 

直接事業費 200，059 

直接人件費 590，359 

コ (正規職員) 人 人 人 57.64人 人
ス
ト (嘱託職員) 人 人 人 14.82人 人

直接費計 790.418 

部門間接費 O 

(控除)非コスト項目 20，636 

(控除)雑収入 O 

(加算)減価償却費 1，713 

(加算)金利 。
ブノレコスト 771，495 

(注)アウトプット以下は省略。

(出所)尼崎市事務事業評価システム研究会『事務事業評価システム モデル事業評価研究報告書』

2000年。
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表7 老人福祉センターの業務をNPOに委託することのコスト削減効果
(単位:円)

利用者 1人あたり
区分

利用者(人) 人件費 退職給与引当金 計

かたくりの里(予測値)A 28.800 535 40 575 

その他のセンター B 123，898 742 76 818 

差引き (A-B) 企 207 企 36 企 243

コスト削減効果(かたくりの皇での発生分) 企 5，961，600 企 1，036，800 .6，998，400 

コスト削減効果(その他のセンターを委託した時) 企 25，646，886 .4，460，328 .30，107，214 

(出所)太田市ホームページ「セグメントバランスシート J2001年，

http://www.city.ota.gunma.jp/balance/pdf/s巴gment04.pdf。

減したことがわかる。このコスト削減は，費用・

損失を区別しないコスト削減のように公共サービ

スの水準低下のリスクをもたらすものではない。

地域の自発的な市民が公共サービスの供給を担う

という人的資源の活用で，地域全体として資源配

分が向上したといってよい。

太田市のような事例はあるが，資源配分を本格

的に再考するには，財務会計的コスト情報の存在

を前提に，管理会計的コスト情報が必要になって

くる。理想のコスト理報の条件と照合すると，以

下の二点でまだ足りない部分が存在するからであ

る。

③未来のコストは認識していない。

⑧公共サービスの代替案をあまり提示できな

し〉。

そこで次章では，機会費用，ライフサイクルコ

スト， ABC/ABMを検討し，必要なコスト情報の

外延を整理したい。これらの取り組みにもコスト

は生じるが，具体的な事業の見直し，改善の視点

を与えてくれるであろう。

第 3章管理会計的コスト情報

本章では，財務会計的コスト情報の存在を前提

に，コストマネジメントで得られる管理会計的コ

スト情報を考えたい。単なるコスト削減ではなく

利益の改善を目的とするコストマネジメントは，

近年民間企業で多様な手法が試みられている。代

表的なものを挙げると，原価企画，品質原価計算，
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ライフサイクル・コスティング (LifeCyc1e Cost-

ing) ，機会費用の計算， ABCとABM(Activity 

Based Management :活動基準管理)，フルコス

ト・アカウンテイング (Full Cost Accounting: 

FCA)などがある(1)。これらの取り組みによるコス

ト情報のうち，地方自治体が行う資源配分の再考

という目的に直接貢献しうる機会費用とライフサ

イクルコスト，活動に着目した ABC/ABMに基

づくコスト情報を取り上げることにする。

第 l節三つのコスト情報の性格と使い分け

1.三つのコス卜情報の性格

機会費用，ライブサイクルコスト， ABC/ABM 

によるコストという三種のコスト情報を個別に検

討する前に，それぞれの性格と使い分けをおさえ

ておきたい。

機会費用は，資源を市場とは異なる条件で利用

しているとき，市場の条件であれば得られたであ

ろう逸失利益分を測定することで資源活用の妥当

性を判断する指標である。

ライフサイクルコストは，事業の全ての段階に

おける全費用を集計したものをいう。ライフサイ

クルコストを把握し，想定される供給形態・方法

の間で比較すると，当該公共サービスに最適な供

給形態・方法は何かをコスト面で直接的に示すこ

とができる。公共サービスにおける経済性，効率

性，有効性等を高めるために有効なコスト情報と

いえる。

そして ABC/ABMによるコスト測定は，活動



を基準に根拠の明確な原価計算を行うものであ

る。公共サービスを構成するいくつかの活動別に

コストを可視化でき，従来よりも細かいレベルで

公共サービス活動の廃止・供給形態の変更・業務

改善を考える資料となる。単年度の実績を取り出

して供給主体・方法を検討できるという点では機

会費用に近い。

2.三つの手法の使い介け

以上の性格から，三つの管理会計的コスト情報

の使い分けを考える。地方自治体の資源配分機能

の再考には三つの段階があると考える。第一に，

資源配分に地方自治体が最終責任を持っか否かで

ある。企業や非営利組織による資源配分で解決で

きる公共サービスまで地方自治体が取り込んでい

ないかという問題意識である。第二に，公共サー

ビスの供給に地方自治体が最終的な責任を持つと

して，供給形態を多様化する段階である。地方自

治体が自ら公共サービスを供給することが合理的

かを問い直すことといえる。第三に，地方自治体

が最終的な責任をもち供給も自ら行うときの方法

について，具体的な改善を考える場合である。

今回検討する三種の管理会計的コスト情報は，

基本的にはこの三段階に対応するといえる。機会

費用は資源配分活動に地方自治体が最終的な責任

を負うことを再考する材料となる。次いでー，当該

活動に地方自治体が最終的な責任をもつべきとし

たとき，最適な供給形態を検討する際にライフサ

イクルコストが貢献する。さらに，行政機関が自

資源配分機能の

直接の再考

資源配分機能を

果たす上での改善

政策形成に貢献するコスト情報

ら公共サービスを供給するとしても，細かい活動

レベルでの再検討や供給方法の改善に ABC/

ABMのコスト情報が役に立つだろう。この三段

の流れを図式化すると図7のようになる。

第2節資源配分の再考を直接判断しうるコス卜

情報

1.機会費用

企業の財務会計でも認識しないが，資源の適切

な配分を図る意味で重要なコストとして，機会費

用がある。機会費用とは仮定計算によって把握で

きるコストで，ある機会を代替的な方法で実行し

たときに発生する費用である(九例えば，地方自治

体が低利で資金を貸し付けた場合，通常の利率で

貸し付けたときに得られたであろう利子分を放棄

したことになり，この利子部分が機会費用となる。

また，固有資産を無償で使用している場合，これ

を市場で賃借すると仮定したときに発生するコス

トは国にとって機会費用である。機会費用が大き

いほど，その公共サービスは通常と異なる条件で

供給されているといえるし，逆に機会費用が小さ

いほど，市場原理に近い状態で公共サービスが提

供されており地方自治体以外の主体が供給できる

可能性が生じるといえる。公共サービスは効率性

だけを追求するものではないので，機会費用の存

在自体を否定することは無理がある。しかし，機

会費用が発生することについて住民への説明責任

を果たすべきである。判例でも，県が基金を金融

機会費用

ライフサイクルコスト

ABC/ABMのコスト

図7 管理会計的コスト情報の使い分け
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機関に預託したとき，より確実かつ効率的(高利

率)で預託できる方法をとらなかったことは違法

な財務会計行為とされる余地があるとして，得べ

かりし運用上の利益の喪失という機会費用の存在

を認めた事例がある(九

機会費用を会計に正式に位置づけている事例と

して，独立行政法人がある。 2000年に定められた

独立行政法人会計基準では，最終的に納税者であ

る国民の負担に帰することとなるコストとして，

企業会計原則にも存在しない行政サービス実施コ

スト計算書を財務諸表のーっとして作成すること

を定めている(九行政サービス実施コスト計算書

では，会計帳簿には存在しない固有財産の無償使

用や政府出資等についての機会費用をコストとし

て計上する。行政サービス実施コスト計算書は，

固からの支援すなわち納税者の負担額がどの程度

かを網羅的に表現する。行政サービス実施コスト

がゼロに近いほど国の支援が不要で民間企業の財

務構造に近く，民営化も可能だといえる。機会費

用も，固有財産の無償使用を行わなければその分

の機会費用は発生しないし，政府出資を受けてい

なければやはり機会費用は発生しない。機会費用

は公共サービス供給者が民間にどれだけ近いか，

民営化が可能なのかを説明する。もちろん，民営

化の形態として完全民営化やオペレーティング契

約型など多様なものがあり，その何れを選択する

べきかの問題は別に整理される。

同様に，財政投融資の対象機関でも政策コスト

分析の取り組みが行われている。政策コスト分析

とは，財政投融資の対象事業が終了するまでに固

からの投入が見込まれる補助金等の総額を現在価

値として仮定計算したものである(九機会費用は

政策コストの一部を構成する。ここでは，特殊会

社である関西国際空港株式会社の政策コスト分析

を取り上げる(表8)0 この会社は関西国際空港の

建設・運営を行っているが，航空ネットワークの

充実を通じて経済社会の発展に資する公共性が高

いとして，空港整備特別会計と産業投資特別会計

から出資金，無利子借入金を受け入れている。そ

の額は平成 13年度だと 200億円余りで，政府保証
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表8 関西国際空港株式会社の政策コスト
分析期間 35年間 (単位:億円)

1.国からの補給金等

2.国からの出資金等の機会費用分 913 

1 ~2 小計 913 

3.法人税等 企 335

1 ~3 小計 578 

4.欠損金の減少分 .A. 557 

1 ~4 合計二政策コスト 22 

(出所)財務省ホームページ「財政投融資対象事業に関する

政策コスト分析J 2001年，
http;/ /www.mof.go.jp//jouhou/ zaitou/bunseki 

m
 

h
 

債を含む財政投融資計画額では 600億円を超えて

いる。出資金等を通常の貸付に配分したとすれば

得られるだろう国の逸失利益が，全ての有利子債

務を償還する 35年間で900億円余りの機会費用

として表現されている。ここから固へ納める法人

税等や，分析期首に存在する欠損金が分析期間中

に減少する分を差し引いて政策コストが算出され

る。

関西国際空港株式会社の分析でわかることは，

第一に，最終的な政策コストは 35年間の分析で

22億円となっているが，法人税等を控除した額で

あることから，出資金なしの運営は困難なことが

ある。第二に，政策コストは比較的少額になって

いるが，聞からの巨額の出資による機会費用が今

後発生することがある。国民が負担する財源の有

効活用という観点からは，出資が関西国際空港に

注がれ続けていいのか議論を喚起するものといえ

る。なお，この政策コスト分析では，各年度の業

務収入を 10%下げた場合についても試算してお

り，その場合の政策コストは 1，229億円増の

1，251億円となる。

機会費用の把握は，コスト情報の利用目的に応

じて行われている。例えば，財務状況の開示を目

的とし租税負担との関連で貸借対照表を作成する

アメリカの場合は資本の機会費用を計上しない。

期別の行政コストを明確化し官民比較等を行って

民営化や業務改善を目指すイギリスの場合は，コ

ストの把握が厳格で、資本の機会費用を公定歩合相



当の率で計上する(ヘ筆者の目的は，資源配分を再

考し，公共サービスの供給主体や方法を適切なも

のとすることなので，機会費用を把握し，経済資

源の有効活用を動機づけるべきだと考える。

なお，地方自治体における機会費用の把握状況

であるが，行政評価とコスト分析調査では 1団

体が一部の計算書で機会コストを把握するとして

いた。また，前章で取り上げた太田市の老人福祉

センタ一等の行政コスト計算でも，敷地利用の機

会費用を計上し，官民比較をより公平なものにし

ている。

機会費用は，公共サービスの供給に行政が最終

責任を持つべきかについて，直接に判断する重要

なコスト↑青幸匠だといえる。

2. ライフサイクJレコス卜

ライフサイクルコストとは，事業の全段階にお

ける全費用を集計したものをいい，また，これを

計算しその最小化を目指す取り組みをライフサイ

クル・コスティングという (7)。施設を利用したサー

ビスの場合だと，計画・建設・運営・廃棄処分の

段階があり，それぞれにコストが発生している。

ずさんな計画と建設を行って当初の単年度支出を

抑えたとしても，運営に余分なコストが発生して

サービス期間全体のコストがかえって高くつく事

例がある。ライフサイクルコストを把握すること

で，当初の単年度支出額にとらわれずに運営や処

分に係る損失を除去し，コストを最適化できる。

これを公共サービスに当てはめると，ライフサイ

クルコストを把握・比較することで，地方自治体

は公共サービス開始段階で最適な供給主体や供給

方法を選択できることになる。また， PFIを検討

した際に把握したライフサイクルコストが地方自

治体の債務負担行為の金額になるなど，地方自治

体の意思形成にライフサイクルコストは入ってき

ている。

今も触れたが，公共サービスにおいてライフサ

イクルコストを算出する事例には PFIがある。

PFIとは社会資本整備や行政サービスの提供に

関して，可能な限り民間に委ねることを模索する

制度である(九官主体だった公共サービスの担い

政策形成に賞献するコスト情報

手を最適化する取り組みといえる。イギリスでは，

強制競争入札など民営化改革の後に，行財政改革

の一環として 1992年に PFIが導入された。当初

は，行政機関には民間に公共事業を任せる不安が，

民間には事業に伴うリスクの分担が不明確なこと

への警戒が，それぞれあったために導入が進まな

かった。しかし， 93年に PFI適用が検討されてい

ないプロジェクトは公共事業として認可しないと

いうユニバーサルテスティング(UniversalTest-

ing)が打ち出されて適用が広がった。この中で顕

在化した PFI推進体制や入札者の負担などの問

題点を改善しつつ， PFI導入は進んだ。 93年度に

は1億ポンドで公共事業の 1%にも満たなかった

PFIプロジェクトは 98年度に 30億ポンド台 1

割以上に達し，一定の定着をみせている(九日本で

も， 99年に東京都水道局の金町浄水場用の発電事

業でPFI方式が採られ，それ以降，愛知県の科学

技術交流センター，千葉市の消費生活センター・

計量検査所複合施設整備など，導入事例が広がっ

ているところである。

PFIと従来の公共事業との違いは，五点に整理

できる(1ヘ第一に， PFIでは資金調達は民間事業

者が事業ごとに行い(プロジェクトファイナンス，

Project Finance)，財政的資金を直接の原資とは

しない。第二に，建設のみならず管理・運営や最

終的な整理方法も視野に入り，事業のライフサイ

クル管理を考慮する。第三に，事業によって形成

される社会資本は公的部門の所有になるとは限ら

ない。第四に，民間事業者は商社・金融関係も含

め幅広く参入が可能になり，従来のように建設・

土木業者だけが事業を担うものではない。そして

第五に，契約関係のため，事業のリスク把握と分

担が行われることがある。また，従来の第三セク

タ一方式とは， リスクの把握と分担によって官民

の責任が明確にされる点が異なる。

PFI導入によるメリットは，例えば以下のこと

がいえる。第一に，公共サービスの効率化と質の

向上を図ることができること。第二に，行政の公

共サービス提供への関わり方が変わり，効率性と

ノTートナーシツプの形成を追求できること。第三
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に，民間事業者としては事業機会の拡大があり，

経済の活性化の可能性があること。

PFIのプロセスであるが，内閣府が2001年に

示した実施プロセスのガイドラインをもとに整理

すると，以下のようになる(11)。まず，特定事業の

選定過程がある。第ーに事業の発案を行う。 PFI

事業として適合的で国民ニーズもあるものは，第

二の実施方針の策定及び公表へ進む。これは，想

定されるリスクと分担を明確化するとともに，民

間事業者の運営範囲や補助金，融資等の内容も明

確にするものである。第三は，特定事業の評価・

選定，公表である。 PFI事業とすることにより，

同一サービス水準で財政負担縮減，あるいは同一

負担で公共サービス水準の向上ができるかを基準

に，公的財政負担総額を現在価値に換算して評価，

公表する。この段階でライフサイクルコストの把

握が行われる。

特定事業の選定過程が終わると，民間事業者の

募集及び選定等の段階に入る。まず，民間事業者

の募集，評価・選定，公表である。価格の他に，

サービスの質などを考慮した総合評価も行い，優

先交渉者を決定，契約に向けた交渉に入る。この

段階では， PFI方式によるライフサイクlレコスト

の現在価値と PSC(Public Sector Comparator) 

を比較する。ここで， PSCは発注予定額等のこと

ではなく，公共が自ら実施する場合の事業期間全

体を通じた公的財政負担総額の見込み額を現在価

値に換算したものである。例として表9を示すが，

これは庁舎建設事業におけるライフサイクルコス

トの現在価値と PSCとを比較するものである。

IRR (Internal Rate of Return，内部収益率)は

出資者の期待収益率を示し，投資の判断基準とな

る率である。供給方式による比較を行う前提とし

て，例えば表10のような項目で財務シミュレー

ションを行っている。 PFIの過程に戻ると，交渉

以降は，協定等の締結等，事業の実施，監視等，

事業の終了と進むことになる。

ライフサイクルコストは，イニシャルコスト

Onitial cost)とランニングコスト (runningcost) 

に大別できる。イニシャルコストは，企画や住民

180 

表9 庁舎建設事業におけるライブサイクルコスト

の比較内訳
(単位:千円)

従来方式 PFI方式

計画床面積 (mZ)

建設単位 UmZ)

建設費

維持費 U年)

大規模改修(15年目)

建設費

維持費

利息

税

配当

す向上IRR

LCC (30年間行政負担額)

*向上現在価値換算@4%
く指数表示〉

説明，設計の段階から，用地取得や建設等の施設

取得を行ってサービス提供を可能にするまでに発

生するコストである。また，ランニングコストは，

施設の保有・保全・運営や施設の処分といった，

施設取得後に生じるコストをいう(表 11)。

一般に，イニシャルコストとランニングコスト

の聞にはトレード・オフの関係が成立する。ライ

フサイクルコストを最小化するには，ランニング

コストまでできるだけ正確に予測，把握し，最適

な設備投資を行うことが求められる(図8)。従来

のコスト情報は単年度主義・現金主義を条件とす

るため，図8のコストが最小化する信頼性水準よ

り左側の内容で設備投資が決定されやすい。単年

度主義が把握しているイニシャルコストを抑える

ために信頼性の低い設備を建設し，ランニングコ

ストが高くなり，ライブサイクルコスト全体では

最小化できない政策決定が考えられる。他方で，

予算上の制約があまりないときに技術的合理性の

みを追求すると，コストが最小化する信頼性水準

より右側の内容になる可能性がある。イニシャル

コストが高すぎて，ランニングコストが低くても

全体ではコストが最小化しない事例である。ライ

フサイクルコストを幾通りかシミュレーションす

ることで，設備投資の内容の最適化が期待できる。
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表10 PFI方式の財務シミュレーションの項目例
単位:百万円

事業年度 開業前 1 2 3 20 

営業収入

営業費用

減価償却費

営業損益
損
営業外収入益

計 営業外費用

算書 営業外損益

当期損益(税引前)

法人税

補助金

当期損益(税引後)

当期損益(税引後)

前期繰越利益

資本的支出

金資

減価償却費

出資金

繰表 長期借入

長期返済

短期倍入

短期返済

次期繰越利益

表11 ライフサイクノレコストの内容

タイプ 発生段階 コストの内容

計画段階
①事業の到定，(l住民説明，③設計・技術に係る

直接事業費，人件費，間接費，退職給与引当等
イニシャルコスト

①用地取得，②製造・建設，③関連インフラ整備に係る
建設段階

直接事業費，人件費，間接費，退職給与引当，金利

運営段階
①施設保有，②施設保全，③施設運営に係る

直接事業費，人件費，間接費，減価償却費，退職給与引当，金利
ランニングコスト

①撤去，②原状回復に係る
終了段階

直接事業費，人件費，間接費，退職給与引当等

(注)PSCの場合は，さらに各段階で予想されるリスクを算入して PFI事業のライフサイクルコストと比較する。

地方自治体がライブサイクルコストを把握する

ことの効果を整理する。質をそのままにライフサ

イクルコストを小さくできるか，コストをそのま

まにサービスの質を高められる民間事業者がある

場合に，当該公共サービスは地方自治体が直接供

給しないと判断できる。また，地方自治体が財政

負担を行う公共サービスについて，官民協力など

供給主体や手法の最適化を図ることができる。さ

らに，把握したライフサイクルコストを地方自治

体の債務負担行為の金額にするなど，地方自治体

の意思形成にも利用できる。ライフサイクルコス

トの予測や把握に係るコストもあり，ユニバーサ

ルテスティングのように全ての新規事業で行う必

要まではないとしても，大規模な事業ではライフ
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ランニングコスト

設備の信頼性水準
ライフサイクルコストが
最小化する信頼性水準

(出所)伊藤嘉博『コストマネジメント入門』日本経済新聞社， 2001年。

図8 設備の信頼性水準とライフサイクルコスト

サイクルコストの把握を行ってから供給の是非や

方法を決定すべきであろう。

なお， PFI以外でライフサイクルコストに言及

している事例として，三重県が「県有建築物の望

ましい姿 みえけん・みんなの建物づくり 」

を発表した事例がある(1ヘライフサイクルコスト

で建設の是非を検討することやライフサイクルコ

ストを最小化することの必要性を指摘するもので

ある。

第3節活動に着目したコスト情報

1. ABC/ABMの概要

最後に，新たな視点のコスト情報として ABC/

ABMによるコスト情報を取り上げる。ABCは活

動基準原価計算と訳され， 80年代末からアメリカ

で製品原価の合理的な測定ツールとして採用さ

れ，日本企業でも 90年代になって導入が始まった

手法である (13)0 ABMは活動基準管理と訳され，

ABCや他の経営情報を活用して重要な活動と不

要な活動を分類し，サービス向上と支出削減の両

立を図る取り組みである(1九ABMは92年頃から

始まっている。

ABC/ABMと伝統的な原価計算との違いであ

るが，伝統的原価計算が生産した財・サービスを

原価の発生要因とするのに対し， ABC/ABMは

活動こそが原価の真の発生原因だという認識に立

ち，事業を活動単位に分類して活動別にコストを

算出する。伝統的原価計算では，間接費について，

直接事業費を基準に配賦したり，製造業では操業
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度を基準に配賦したりと，間接費を具体的な活動

と関係ない基準で部門別に振り分け，それをさら

に製品別に配賦している。これでは，配賦を繰り

返すことで，原価計算の内容に信頼性の問題が生

じる(15)。他方の ABC/ABMは間接費を各活動に

直課して，根拠が唆昧な配賦処理をしない(図

9)(1へまた，集計単位が活動なので，公共サービ

スのどのプロセスに課題があるかを明示し，改善

や廃止などの対策を検討する資料となる。利用人

数など，条件によって結果は変わるが，個別の公

共サービスの信頼できる単価を把握できる。

表 12の図書館のコスト分析の事例では，貸し出

し図書の返却督促をするくらいなら， 1，500円程

度の本なら再び購入してしまった方が安価でトある

こと，講演会やお話し会などの文化事業業務では

一人あたりでかなりのコストが発生することなど

がわかる(1九だからといって返却督促や文化事業

を機械的にやめるのではなく，図書館活動の目的

と最適な手法を議論，再考することが重要である。

ABC/ABMの活用としては，例えば地方自治

体が供給する公共サービスについて，全体として

は廃止，民営化，官民の協力による供給等の再考

が難しい場合でも，事業の中の特定活動について

除去や委託が可能だという情報を発掘することが

ある。直接に公共サービスの存否や供給主体・方

法を検討できないにしても，資源配分の再考を支

援したり，論点を発掘したりできる。

ABC/ABMの取り組み状況であるが，地方自

治体では 99年の調査で 6団体が取り組んでい
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(出所)棲井通晴 WABCの基礎とケーススタデイ」東洋経済新報社， 2000年。

図9 伝統的原価計算と ABC

表12 図書館のコスト分析
(単位:千円)

伝統的分類 金額 ABC活動分類 金額 件・人数 単価(円)

施設管理費 16.000 開館準備(閲覧) 31，200 112，000 279 

図書購入費 14，000 カウンター(貸出) 74，600 425，000 176 

職員人件費 72，000 カウンター(予約) 25，300 45.000 562 

施設減価償却 9，000 レファレンス 6，700 5.800 l.155 

情報システム運営 38，000 図書管理(返却督促) 2，200 1，200 1，833 

事務連絡費 3.000 文化事業業務 10，200 685 14，900 

合計 152.000 合計 152，000 

(注)項目，金額，件数は分かりやすくするために概数で，実際とは異なる。

(出所)南学「サービス原価を基礎にした「行革」議論をJ W地方行政」第9316号， 2000年。

る(1九行政評価とコスト分析調査でも， 5団体で

今後取り組む意向を回答している。

ABC/ABMの可能性を述べたところで，次に，

筆者の経験に基づく架空事例で， ABC/ABMに

よるコスト情報で何が得られ何が検討できるかを

具体的に検討してみたい。

2. ABC/ABMのケーススタデイ

ABC/ABMによるコスト情報がどのような視

点を与えてくれるか，架空事例を用いてより詳細

に検討する(1九分析対象は，筆者の経験から，家

屋に対する固定資産税・都市計画税の評価・賦課

とする。これらは，いわゆる権力的な行政行為で

あって，資源配分の再考という観点からの見直し

になじまないという意見があるかもしれない。し

かし，評価・賦課事務でも，活動別に細かく検討

すれば，除去できる活動，地方自治体が直接担う

必要のない活動，改善の余地がある活動を発見で

きると考える。また，今までの民活やPFI方式も，

従来は公共性の名のもとに地方自治体が担うこと

が当然とされてきた事業に導入されたことや，政

策評価で税の賦課や徴収という権力的な事務を扱

う事例があることから，コストの把握による再

考・改善は対象となる事業・事務を選ばないと考

える。

なお，本分析は，地方自治体の決算資料や統計

資料，過去の経験を基にしたが，あくまでも架空

の事例であることをお断りしておく。

①対象事務の概要

対象事例は，政令指定都市の行政区における，

家屋に対する固定資産税・都市計画税の評価・賦

課事務とする。事務内容は，調査・評価・賦課・

その他の事務に四分できる。

第一の調査事務は，家屋の物理的な異動である

新築・増改築・滅失を把握するもので，担当者が

各地区を把握する全地区の調査と，担当全員で重

点地区を把握する特定地区の調査に分けられる。

第二の評価事務は，物理的な異動があった家屋

について，現地調査や図面等に基づき評価額を算

定するものである。このとき，法務局から受けた

物理的な異動を示す表示関係の登記通知を異動確
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認や算定の基礎資料とする。

第三の賦課事務は，表示関係に加え所有権など

権利関係の登記通知なども参照して家屋所有者を

確定し，異動がない分も含め，納税者に納税通知

書を届ける事務である。

その他の事務には，固定資産税・都市計画税の

歳入についての予算・決算や当該年度の評価見込

み，固定資産の価格等の現況を集計した概要調書

(地方税法418条)の作成が毎年あるほか，家屋の

経年等による損耗や建築物価変動を考慮して全家

屋の評価額を再計算する評価替えが3年に 1回存

在する。

これらを作業の流れとして示したものが図 10

である。基本的には，区内の家屋の存在や関連す

る異動を投入として評価・賦課事務を行い，課税

という形で産出が生じる。

②総原価の捕捉

はじめに，前章でいう財務会計的コストを集計

する。家屋評価・賦課に使用された資源の原価を

総量として把握するもので，結果は表 13になっ

た。なお，架空事例なので厳密な算出は行ってい

ない。

③事務量調査と事務フローの作成

総原価の捕捉と並行して，事務の内容と量を調

査する。今回は，筆者の経験により事務の内容と

量を決定した。事務の内容を把握した段階で，事

務聞の関連を示す事務フローを作成する(前掲・

図10)。これらが原価計算の対象確定や実際の原
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図 10 行政区の家屋評価・賦課の事務フロー
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表13 行政区の家屋評価・賦課業務に使用した資源の年額設定
(単位:千円)

項目 金額 主な内訳，備考

1事業費 11，490 職員手当 4，900，印刷等の需要費3，300，電磁的記録等委託料 1，170

2人件費 57，440 活動量(部長0.1，課長0.2，係長0.8，係員 6.0(人))による

3間接費 9.270 市全体の財政部門による支援4，930，維持管理費3，500

4減価償却費 600 行政区庁舎の減価償却費のうち，家屋評価・賦課担当の使用分

5退職給与引当 4，200 人件費に同じ

6支払利息 。
合計 83.000 

(資料)札幌市歳入歳出決算書等より作成。

価計算の基礎となる。

④原価計算対象の確定

先に事務フローで示した産出をもとに，市が行

う公共サービス(ここでは公共サービス対象者の

受益を意味しないが)の提供先を確定させる。提

供先は，家屋所有者と市の財政部門になるが，家

屋所有者については異動の有無などで細分化した

方が事例による違いを捕捉できるため，以下のよ

うに確定した。

第一は，新規所有者向けの公共サービスで，木

造家屋と非木造家屋の場合がある。

第二は，既存所有者向けの公共サービスで，増

改築をした場合，車庫等を付属的に建てた場合，

権利関係が異動した場合，税を減免した場合，異

動がない場合などが考えられる。

第三には，家屋が滅失した元所有者向けの公共

サービスがある。

最後に，財政部門への報告がある。これには知

事，総務大臣まで報告されるものもある。

⑤活動の決定と原価計算

事務量調査では多くの事務を把握しているが，

これを原価作用因 kostdriver)が同じ事務同士

で集約して活動とする。例えば，新築の木造家屋

の評価は，一棟ごとに現地調査，評価額の計算，

決裁，データベース登録，登録結果の確認という

事務を必要とするが，これを集約して新築木造家

屋の評価という一つの活動とする。集約した活動

は，棟数などの原価作用因数を基準に単価を算出

できる。今回の事例で，活動を決定して原価計算

した結果は表 14である。

⑥公共サービスの内容別のコスト

活動別の原価等を求めて原価計算対象ごとに集

計すると，表 15の結果になった。また，物理的な

家屋の異動によって生じる標準的な税収とコスト

を，家屋の経年による損耗だけを考慮、して単純比

較したものが表 16である。

⑦公共サービスの内容，含まれる活動の分析

公共サービスの内容別のコストや，税収との比

較から以下のことがわかる。

第一に，車庫等の簡易な家屋は評価計算に要す

るコストが小さいが，得られる税収も小さく，コ

ストの回収に時間がかかることである。また，車

庫等の増改築では課税に要したコストを回収でき

ない。この最大の原因は，車庫等の課税に対する

苦情対応の多さである。課税への苦情を全てなく

すことは困難であるが，車庫等にも課税されると

いう固定資産税等の課税要件を情報共有すること

で事務を改善できる可能性がある。また，車庫等

の新築・増改築は建築確認や表示登記を伴わない

ことが実際には多い。このため，課税活動は現地

の巡回に頼る状況であり，重点、調査という調査活

動を生む原因になっている。この活動を削減すべ

きと考えると，車庫等の販売庖から購入者を教え

てもらう方法が重点調査の代わりとして検討に値

する。また，法的な問題や税の性質の問題がある

が，車庫等の軽易な家屋は，販売価格に固定資産

税・都市計画税相当分を上乗せして販売し，販売

屈が納税する方法もアイデアとしては考えられ
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表 14 活動，原価，原価作用因，活動単価

分類 活動 活動の原価

調査
重点調査 5，936，500 

担当地区調査 2，398，800 

新築・木造 10，609，585 

新築・車庫等 2，624，375 

新築・非木造 6，957，683 

増改築・木造 5，073，141 

増改築・車庫等 66，685 

評価 増改築・非木造 1，993，918 

滅失 1，794，542 

苦情対応 3，829，250 

完成・未完成調査 1，179，400 

表不関係登記処理 1，359，789 

評価替え(1年分) 4，310，947 

権利関係異動 12，284，320 

賦課 減免処理 2，387，028 

納税通知書の到達 13，987，317 

予算 1，290，542 

決算 1，290，542 
その他

総評価見込 1. 685.393 

概要調査 1，940，243 

合計 !削00，000|
(注)活動単位二活動金額÷原価作用因数。

(資料)札幌市歳入歳出決算書等より作成。

る。これら販売屈の活動を利用する方法は，課税

事務の供給主体を再考するものといえる。

第二に，非木造家屋の新築・増改築評価は比較

的コストが高いが，それを大きく上回る税収が上

がっている。評価計算には手聞がかかるが，物件

の規模，単価，耐用年数が他の家屋より大きいた

めである。

第三に，活動別の原価を見ると，重点調査や担

当地区調査という調査事務に相当な原価が生じて

おり，異動がない場合を含む事務のコストを高め

る要因となっている。住宅メーカー，車庫等の販

売庖や，町内会等の主体も家屋の異動を把握でき

るので，委託や共同調査，情報提供などでコスト

を最適化できる可能性がある。また，市の建築指

導部は建築確認申請や完成検査を行っており，情

報共有によってコストを抑えることもできるだろ
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(単位:円，件)

原価作用困 作用因数 活動単価

重点調査棟数 6，000 989 

行政区全棟数 36，000 67 

木材新築棟数 440 24，113 

車庫等新築棟数 275 9.543 

非木造新築棟数 50 139，154 

木造増改築棟数 200 25，366 

車庫等増改築棟数 5 13，337 

非木造増改築棟数 16 124，620 

滅失棟数 336 5，341 

苦情処理件数 66 57，931 

調査件数 90 13.104 

表示関係処理件数 1，080 1，259 

行政区全棟数 36，000 120 

権利関係処理件数 2，040 6，022 

減免処理件数 180 13.261 

納税通知書発送数 28，000 500 

作成件数 1 1，290，542 

作成件数 1 1，290，542 

作成件数 1 1. 685.393 

作成件数 1 1，940，243 

つ。

他にも地方自治体が直接担わなくてよい活動や

事務の改善ができる活動は存在する。ABC/ABM

を取り入れることで，財務会計的コスト情報だけ

では気づかない損失を発見できる。また，活動別

に原価を把握することで，同様の活動が可能な住

民や企業の存在を連想でき，活動ごとに最適な供

給方法を考えることが可能になる。 ABC/ABM

を公共サービスの分野に取り入れることは，民営

化等の判断に直結しないとしても活用可能性があ

るといえる。

おわりに

以上検討してきたコスト情報は，いず、れも地域

の資源配分の再考に必要あるいは効果的な情報で
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表 15 公共サービスの内容別のコスト
(単位:円，件)

公共サービスの内容 サービス原価 件数 サービス単価

新規所有者向け
木造家屋の新築 12.832.000 440 29，164 

非木造家屋の新築 7.548.531 50 150，971 

車庫等の新築 4.645.234 275 16，892 

木造家屋の増改築 6，080，899 200 30，404 

車庫などの増改築 143.149 5 28，630 

既存所有者向け
非木造家屋の増築 2，162，084 16 135，130 

権利関係異動者 12，284，320 2.040 6，022 

減免される所有者 2，387，028 180 13，261 

異動なし 12，083，236 34.678 348 

課税の確定 13，742，539 27.510 500 

滅失した冗所有者向け 2，884，260 336 8.584 

財政部門向け 6，206，720 4 1，551，680 

合計 83，000，000 

(注) 1 新規所有者向けは新たに納税通知書が作成されるので，既存所有者向けの「課税の確定」

分を含む。

2 同一物件の複数異動(例:車庫等新築，権利関係異動)は取り上げないが，当該項目を加

算すればおおよそ算出可能である。

3 滅失における評価替え処理も，データベース上の処理があるので含める。

表 16 物理的な家屋の異動による税収とコストの比較
(単位:年，円)

行政サービス 期間 期間中税収 期間中コスト 税収コスト 税収÷コスト コスト回収期間

木造家屋の新築 26 2，016，800 50，364 1. 966.436 2.5% 1 

非木造家屋の新築 60 60.519.300 201，003 60，318，297 0.3% 1 

車庫等の新築 18 34.400 22，808 11.592 66.3% 10 

木造家屋の増改築 16 305，800 35，624 270，176 11.6% 2 

車庫などの増改築 10 22，100 31，762 A. 9，662 143.7% 不可

非木造家屋の増改築 50 24，148，800 152，182 23，996，618 0.6% 1 

(注) 1 新築については 1年目に新築所有者向けのコストを 2年目以降は異動なし・課税の確定コストを集計。

2 車庫等の新築，増改築については年目に異動時のコストを 2年目以降は異動なしのコストを集計。

ある。ここで， Plan-Do-Seeという政策過程の

循環のどこでコスト情報を活用するかという問題

が生じる。政策形成に貢献することを目的とすれ

ば，Seeから次の Planという段階でコスト情報を

活用すべきである。財務会計的コストは Seeの段

階で把握され，決算過程で行政活動の支出面での

結果と地域の現状を明らかにすることができる。

機会費用は仮定計算によって，ライフサイクルコ

ストは財務会計的コストを踏まえて，それぞれ算

出され，次年度の予算編成等の Planにおいて，公

共サービスの妥当性や供給形態・方法を議論する

資料になる。 ABC/ABMは，政策形成を根本から

左右することはなくても， Seeで活動を単位とし

て事業を評価し， Planへのアイデアを生む材料と

なることが期待される。

また，コスト情報を政策評価に組み込むことも

重要である。投入と算出・成果を比較判断するな

ら，比較材料の片方であるコスト情報を事業別・

期間別に把握すると政策評価の信頼性も高まるこ

とが期待できる。第2章で取り上げた尼崎市の事

例も，コスト面の充実を図った事例といえる。

ここで，コスト情報の限界の認識がある。すな
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わち，財政民主主義との関係である。財政民主主

義から毎年の財政統制を確実に行うため，予算と

決算には単年度主義が採用されている。本稿で検

討したコスト情報は単年度主義に基づくものでは

なく，既存の予算・決算制度に直接取って代わる

ことはできない。あくまで政策情報の形成という

位置づけになる。また，コスト面では最善でない

政策を議会が議決することもありうる。コスト情

報はあくまでも政策形成の資料であって，コスト

情報どおりに政策を決めることはできない。議会

は政策形成に際してコスト情報を重要な参考資料

として共有し，コストがかかっても行う政策とは

どのようなものかを議論し説明すべきである。コ

スト情報があるからには，安上がりな方法を採ら

ないことの説明責任を果たすことが求められる。

説明責任の充実という意味でも，コスト情報は意

味をもっ。

筆者の今後の課題は，まずコストマネジメント

の継続的な研究である。本稿では資源配分を再考

するにあたって機会費用，ライフサイクルコスト，

ABC/ABMを取り上げた。しかし，管理会計手法

で行政機関に有益な方法は他にも存在し，今後も

現れるであろう。前章で名前を挙げた中でも，品

質管理原価計算やフルコスト・アカウンティング

は，今後環境に係るコストを考える上で重要な示

唆を与えてくれる期待がある。コスト情報を生む

方法も進化し続けており，多様なコスト情報の生

産を模索し続けることが求められる。

また，本稿ではコストとなる経済資源を，貨幣

的に価値を測定できる経済資源に限定した。しか

し，経済資源には貨幣で測ることが困難な資源も

存在する。天然資源，文化的遺産や，権利となっ

ていない知識・技能など人材資源などが考えられ

る。地域のあらゆる資源を組み合わせて地域の価

値を追求することが重要で，地方自治体はその調

整者であり担い手でもある。地方自治体は，地方

自治体組織内外を問わず，測定困難あるいは無形

の資源を把握・活用する方法を模索すべきであろ

フ。

地方自治体における資源配分機能を見直すとい
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う考えは広まっているが，どのような手段で見直

すかは判然としない。首長や議会，幹部職員らの

リーダーシップに期待することも選択肢である

が，特定個人の力量のみに頼らなくても公共サー

ビスのあり方や改善を考えられるシステムを構築

し活用することが重要である。コスト情報を測定

する前提や手法には批判もありうるが，資源配分

機能を再考する上での情報が絶対的に不足してい

る現状では，定量的に政策の結果や費用の見込み

を示すシステムが存在すべきである。

コスト情報の把握も多くの地方自治体が取り組

むところではあるが，現在は試行錯誤の段階であ

り，確たる答えは出ていない。しかし，財務会計

的コストの把握，すなわち直接事業費や人件費，

間接費に加えて発生主義で認識するコストまでを

事業別・期間別に把握すべきということは，先進

的な地方自治体では合意を得つつあると考える。

今後は実際の政策形成に貢献するため，コスト情

報の多様化がまだ求められるだろうから，その際

には機会費用，ライフサイクルコスト， ABC/ 

ABMによるコスト情報について，まず取り組む

べきと考える。

本稿で挙げたコスト情報は，概念としてはさほ

ど目新しいものではない。しかし，多くの地方自

治体がコスト情報を資料として政策形成をしてい

るかといえば，答は否である。地方自治体は，少

子化とグローパル化という外部環境の変化を踏ま

え，地域の各主体と共に地域の社会を築いていく

ための判断材料を，現状ではまだ広く把握してい

くべきであろう。

最後に，多忙な業務の中で筆者の研究活動に多

大な支援や知識をいただいた札幌市役所の各位，

本稿の構想から細部に至るまでご指導とご助言い

ただいた北海道大学大学院の各位に心より感謝の

意を表したい。
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